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転入者のまちに期待するサービス（上位5位）※複数回答i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和5（2023）年12月から令和6（2024）年6月

久御山町へ転入・転出される方

窓口でアンケート調査票を配付

転入：81件　転出：91件

概要

27.5%

22.0%

17.4%

11.0%

8.3%

住環境（道路・公園など）の整備

公共交通の便利

特にない

防災・防犯

教育・子育て支援

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「住環境（道路・公園など）の整備」の
回答が27.5％と最も多く、次いで「特に
ない」が22.0％、「公共交通の便利」が
17.4％となりました。

転出者の町のイメージ（上位5位）※複数回答ii

　「住環境がよい」の回答が43.0％と最
も多く、次いで「京都・大阪に近く、道
路交通が便利」が36.6％、「買い物が
便利」が26.9％となりました。

43.0%

36.6%

26.9%

20.4%

19.4%

住環境がよい

買い物が便利

京都・大阪に近く、道路交通が便利

通勤・通学（公共交通）の
便利がよくない

教育・子育て支援や生涯学習の
環境が充実している

0% 20% 40% 60% 80% 100%

募集方法

応募要件

募集期間

委員等

テーマと
実施日時

20名
【一般公募等（13名）】

【各種団体推薦（7名）】

●第1回
●第2回
●第3回

令和6年11月30日
令和6年12月22日
令和7年1月25日

「くみやまのよいところとイマイチなところ」
「くみやまで描きたい「まちの将来像」」
「まちの将来像の実現のために自分たちにできること」

広報誌、町ホームページ、公共施設にある申し込み用紙で募集

町内在住の18歳以上65歳未満の人

令和6年9月1日～9月11日

　令和6年11月から令和7年1月にかけて、久御山町のまちの将来像について自由な意見をいただくため、
「まちづくりプラン会議」を全3回にわたって開催しました。公募等による20名の住民や町内就業者、学生な
どの方が、久御山町のよいところや課題、そしてこれからのまちづくりについて検討され、意見を出し合われ
ました。
　第1回まちづくりプラン会議では、各委員の久御山町に対するイメージを整理し、今後のまちづくりのキー
ワードを導きました。
　第2回まちづくりプラン会議では、これらのキーワードを軸に「まちの将来像」を考え、「まちの将来像」の
言葉に込めた意味や思いを通して、これから取り組むべきことやまちの将来について、委員全員で意見の共
有を行いました。
　第3回まちづくりプラン会議では、これまでの検討内容を踏まえ、各グループで「まちの将来像」と「まちの
将来像」で使用した言葉に込めた思いを模造紙にまとめて、町長へのプレゼンテーションを行いました。

各グループが考えた「まちの将来像」

グループA あったかいきずな　住みやすいまち
―自分らしく　いきいきと輝く　次世代に誇れる　久御山―

グループB みんなでつくる明日の光　広がる笑顔　豊かな久御山
～にぎわい人いっぱい愛され親しまれるまち～

グループC 笑顔あふれる“ひと”と“もの”がつながる豊かなまち久御山

グループD 誇りを持ち夢を実現できる日本一住みたい町　久御山

転入出アンケート6 まちづくりプラン会議7

概要
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さまざまな年齢、職種、所属の人たちが空間を共有しながら仕事を行うスペース。語源は、「Co（=共同の、一緒に）」「Working（＝働く、仕事をする）」「Space（＝場所）」。
本町の産業振興を目的に、町、町商工会、JA京都やましろ久御山町支店、久御山町農産物直売所運営協議会、久御山ものづくりC-AMPの5団体で結成した組織。さまざ
まなイベントや展示会などでの売込み活動や、町内事業者の販路拡大の支援となるような事業を展開。
本町の産業情報を町内外に広く発信することでシティプロモーションの一助とし、全世代・全員活躍のまちくみやまの知名度の向上を図ることを目的に町が委嘱する人。
KBS京都のAMラジオ電波塔。国内で数例しかない珍しい自立式鉄塔型のアンテナで、高さは137ｍ。京都タワー（131ｍ）より高く、京都で一番高いタワー。「くみやま夢
タワー１３７」は公募で決まった愛称で、毎日テーマに沿った様々なカラーで、日没後から24時まで点灯している。
河川空間とまち空間が融合し、賑わいあるまちづくりによる地域活性化に資する良好な空間形成の実現に向けて、推進主体が作成する計画。

助け合い、支え合い、誰もがいつまでも健康で幸福に暮らす基本目標3　

■KPI

■主な施策・事業

指　標 単位 現状値（令和6年度） 目標値（令和12年度）

% 47.0 55.8特定健康診査※217受診率

% 88.8 90.0乳幼児健診受診率

第3章第3節

地域の高齢者や家族に対して総合的な相談、支援を行う地域包括支援センターの職員体制
を充実

高齢者や障がい者、こどもなど個々に行われている見守りネットワークの横断的な連携を
推進

内 容 基本計画

第3章第2節不妊治療に要する費用の一部を補助

第3章第5節
地域全体で緩やかに見守り合う「お互いさま」の気持ちをみんなで高める雰囲気づくり

高齢者同士の交流や個人の趣味などを高める機会を増やし、居場所（憩いの場）を確保

「歩く」を通したまちづくり

必要な介護サービスの提供体制の確保に向けた、人材確保に対する支援

（3）

第2章第4節

住民が町内企業に親しみを持てる環境の整備、企業の魅力を発信することによる町内企業
への就労促進

「ものづくりの苗処」をコンセプトにした産業振興を継続し、まちの駅クロスピアくみやまを
核とした多様な業種の交流の場の創出

まちの駅クロスピアくみやまを拠点とし、大型商業施設や宿泊施設等との連携、かわまちづ
くり計画※216をふまえた舟運などを通じ、交流人口や関係人口の拡大

産業売込み隊※213や産業大使※214、ええとこ久御山見つける会などにより、農産物をはじめ、
工業製品、歴史・文化、くみやま夢タワー137※215などの様々な素材を活用し、戦略的な情報
発信と久御山ブランドの確立

まちの駅クロスピアくみやまのコワーキングスペース※212及び貸会議室の利用を推進

地域住民と協働し”私たちのふるさと”の魅力を発信

※212：
※213：

※214：
※215：

※216： 生活習慣病の予防のために、40歳～74歳の国民健康保険加入者を対象に実施するメタボリックシンドロームに着目した健診。※217：

内 容 基本計画
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　久御山の地は、広大な湖沼であった巨椋池周辺を中心に古代から開けた地でありました。第二京阪道
路等の建設に伴い行われた発掘調査（市田斉当坊遺跡・佐山遺跡・佐山尼垣外遺跡）の結果、出土した
土器などからまちの歴史は縄文時代までさかのぼり、次の弥生時代に入って人々は本格的にこの地に定
着し、生活を営み始めたと考えられています。
　また、「日本書紀」には、灌漑用あるいは舟運用として利用された栗隈大溝が掘られたとあり、それは町
内を流れる古川ではないかと推定されていることや、条里制の地名（一ノ坪・上ノ坪・五ノ坪など）が残っ
ていることなどから、この地において土地開発が早くから行われていたことを物語っています。
　平安時代には、朝廷の牧場（美豆の厩）や狭山江御厨などがあり、朝廷と深いつながりがありました。
　安土桃山時代に豊臣秀吉は、伏見城を築城するにあたって、巨椋池に大池堤、淀堤、太閤堤などの堤防
を築き、宇治川、木津川を巨椋池から分離させるとともに、巨椋池自体も4分割されることになりました。
　江戸時代においては、淀藩をはじめ寺社領などが入り組んで細分化されてしまいましたが、秀吉の大土
木工事以来、淀川、桂川、木津川の三川が淀の西方で合流するようになったため、洪水期には、合流点か
らの逆流により田畑が水没し、平年作が3年に1度しかないという水害常襲地帯でした。そのため、村民か
ら「川違」（流路変更）の嘆願書が何度も出されていました。

まちのあゆみ

　明治4（1871）年に廃藩置県により当地は京都府管下となり、明治9（1876）年には御牧10カ村が合併
し、御牧村が誕生。次いで、明治22（1889）年の町村制の施行により佐山村が誕生しました。
　明治33（1900）年から41（1908）年にかけて宇治川改修が行われ、これによって巨椋池は完全に独立
した湖沼となり、洪水被害は著しく軽減されました。
　大正7（1918）年に全国的規模で広がった米騒動により、政府は米の増産に迫られ、大正8（1919）年、
開墾助成法を成立させました。この法律による干拓事業の一つに巨椋池が指定され、昭和8（1933）年か
ら16（1941）年にかけて国営事業として干拓が実施されました。

　昭和24（1949）年から26（1951）年にかけて、淀町、佐山村、御牧村の3町村の合併の機運が高まって
きました。しかし、淀町は京都市編入の強い希望があり、昭和29（1954）年、佐山村と御牧村の2村が合
併し、久御山町が誕生しました。
　新生久御山町もその前途は多難であり、合併の前年、近畿一円に大きな被害をもたらした台風13号に
よる水害は、町財政を苦しめ、昭和31（1956）年から35（1960）年まで、財政再建団体の指定を受けるこ
とになりました。
　その後、昭和41（1966）年に国道1号枚方バイパスが開通すると、農業中心のまちとして発展してきた
本町の様相は一変しました。バイパス完成と相前後して工場、倉庫などを中心に諸産業が進出するととも
に、住宅地の開発も進みました。

　このような急激な都市化の波は、農地の減少や都市型公害の発生など、新たな問題を引き起こしたた
め、計画的な土地利用と住みよい生活環境の形成をめざして、昭和46（1971）年に都市計画法による市
街化区域・市街化調整区域の決定、昭和48（1973）年に用途地域の指定を行いました。昭和50（1975）
年から久御山団地の入居が始まり、その後も府営団地の入居や民間による住宅開発が相次ぎ、人口も昭
和50（1975）年から60（1985）年にかけて、急激に増加しました。昭和60（1985）年の国勢調査では、
人口がピークの19,136人に達しましたが、それ以降は緩やかな減少傾向となり、令和2（2020）年の国勢
調査では、15,250人となっています。
　このように都市化が進展するなかで、道路、河川、公園、下水道などの都市基盤施設や、こども園、小・
中学校をはじめ、総合体育館、生涯学習センター、図書館、健康センターなどの教育・文化、介護予防施設
等の整備を進めてきました。また、巨椋池排水機場も全面的な改修が行われ、本町の長年の悲願であった
治水面での安全性も大きく向上しています。
　さらに、ほ場整備事業をはじめとした農業基盤整備にも力を入れるなど、農業振興にも取り組み、こん
にち、農業・工業・住宅の調和のとれた町が形成されました。
　一方、ソフト事業の面では、特に福祉・教育面に力を入れ、各種の住民負担軽減施策を行うなど、住民
サービスの向上に努め、近年は「子育て環境日本一のまち」の実現を目指し、子育て施策の充実を進めて
います。
　また、まちの駅クロスピアくみやまの周辺では、大型商業施設がさらなる賑わいを見せるほか、大型宿
泊施設が立地するなど、より魅力的なまちをめざして発展を続けています。

さい とう ぼう

み　ず　 うまや さ　やま え のみくりや

かんがい くりくまのおおうなで

あま がい と

かわちがい

古代から近世1

明治時代から町制施行前まで2

町制施行から現在に至るまで3
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　久御山の地は、広大な湖沼であった巨椋池周辺を中心に古代から開けた地でありました。第二京阪道
路等の建設に伴い行われた発掘調査（市田斉当坊遺跡・佐山遺跡・佐山尼垣外遺跡）の結果、出土した
土器などからまちの歴史は縄文時代までさかのぼり、次の弥生時代に入って人々は本格的にこの地に定
着し、生活を営み始めたと考えられています。
　また、「日本書紀」には、灌漑用あるいは舟運用として利用された栗隈大溝が掘られたとあり、それは町
内を流れる古川ではないかと推定されていることや、条里制の地名（一ノ坪・上ノ坪・五ノ坪など）が残っ
ていることなどから、この地において土地開発が早くから行われていたことを物語っています。
　平安時代には、朝廷の牧場（美豆の厩）や狭山江御厨などがあり、朝廷と深いつながりがありました。
　安土桃山時代に豊臣秀吉は、伏見城を築城するにあたって、巨椋池に大池堤、淀堤、太閤堤などの堤防
を築き、宇治川、木津川を巨椋池から分離させるとともに、巨椋池自体も4分割されることになりました。
　江戸時代においては、淀藩をはじめ寺社領などが入り組んで細分化されてしまいましたが、秀吉の大土
木工事以来、淀川、桂川、木津川の三川が淀の西方で合流するようになったため、洪水期には、合流点か
らの逆流により田畑が水没し、平年作が3年に1度しかないという水害常襲地帯でした。そのため、村民か
ら「川違」（流路変更）の嘆願書が何度も出されていました。

まちのあゆみ

　明治4（1871）年に廃藩置県により当地は京都府管下となり、明治9（1876）年には御牧10カ村が合併
し、御牧村が誕生。次いで、明治22（1889）年の町村制の施行により佐山村が誕生しました。
　明治33（1900）年から41（1908）年にかけて宇治川改修が行われ、これによって巨椋池は完全に独立
した湖沼となり、洪水被害は著しく軽減されました。
　大正7（1918）年に全国的規模で広がった米騒動により、政府は米の増産に迫られ、大正8（1919）年、
開墾助成法を成立させました。この法律による干拓事業の一つに巨椋池が指定され、昭和8（1933）年か
ら16（1941）年にかけて国営事業として干拓が実施されました。

　昭和24（1949）年から26（1951）年にかけて、淀町、佐山村、御牧村の3町村の合併の機運が高まって
きました。しかし、淀町は京都市編入の強い希望があり、昭和29（1954）年、佐山村と御牧村の2村が合
併し、久御山町が誕生しました。
　新生久御山町もその前途は多難であり、合併の前年、近畿一円に大きな被害をもたらした台風13号に
よる水害は、町財政を苦しめ、昭和31（1956）年から35（1960）年まで、財政再建団体の指定を受けるこ
とになりました。
　その後、昭和41（1966）年に国道1号枚方バイパスが開通すると、農業中心のまちとして発展してきた
本町の様相は一変しました。バイパス完成と相前後して工場、倉庫などを中心に諸産業が進出するととも
に、住宅地の開発も進みました。

　このような急激な都市化の波は、農地の減少や都市型公害の発生など、新たな問題を引き起こしたた
め、計画的な土地利用と住みよい生活環境の形成をめざして、昭和46（1971）年に都市計画法による市
街化区域・市街化調整区域の決定、昭和48（1973）年に用途地域の指定を行いました。昭和50（1975）
年から久御山団地の入居が始まり、その後も府営団地の入居や民間による住宅開発が相次ぎ、人口も昭
和50（1975）年から60（1985）年にかけて、急激に増加しました。昭和60（1985）年の国勢調査では、
人口がピークの19,136人に達しましたが、それ以降は緩やかな減少傾向となり、令和2（2020）年の国勢
調査では、15,250人となっています。
　このように都市化が進展するなかで、道路、河川、公園、下水道などの都市基盤施設や、こども園、小・
中学校をはじめ、総合体育館、生涯学習センター、図書館、健康センターなどの教育・文化、介護予防施設
等の整備を進めてきました。また、巨椋池排水機場も全面的な改修が行われ、本町の長年の悲願であった
治水面での安全性も大きく向上しています。
　さらに、ほ場整備事業をはじめとした農業基盤整備にも力を入れるなど、農業振興にも取り組み、こん
にち、農業・工業・住宅の調和のとれた町が形成されました。
　一方、ソフト事業の面では、特に福祉・教育面に力を入れ、各種の住民負担軽減施策を行うなど、住民
サービスの向上に努め、近年は「子育て環境日本一のまち」の実現を目指し、子育て施策の充実を進めて
います。
　また、まちの駅クロスピアくみやまの周辺では、大型商業施設がさらなる賑わいを見せるほか、大型宿
泊施設が立地するなど、より魅力的なまちをめざして発展を続けています。

さい とう ぼう

み　ず　 うまや さ　やま え のみくりや

かんがい くりくまのおおうなで

あま がい と

かわちがい

古代から近世1

明治時代から町制施行前まで2

町制施行から現在に至るまで3
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概　要

実施日時
●令和6年7月6日
　「魅力的なまち（地域）をつくるために必要なこと、自分たちでできること」　
　参加者20自治会、22人

概　要

実施日時
●令和7年6月1日　
　「描きたい「まちの将来像」」や「今後必要な施策」など
　参加者38団体、53人

概　要

募集テーマ 久御山町第6次総合計画（原案）

募集期間 令和7年10月1日（水）から10月31日（金）

実施結果 63件

第6次総合計画策定に係る取組・組織等関係図

議会

審議会答申後の総合計画
基本構想案を議決
（条例第6条）

■

総合計画策定調査委員会 住民参画

パブリックコメント

ワークショップ等

審議会に提示する総合計画原案の作成■

町長

総合計画決定■

総合計画審議会

総合計画原案の審議
（条例第5条）
■

上程

議決

答申

諮問

：町長
：副町長・教育長
：部長

総合計画策定調査ワーキンググループ・部会

総合計画（主に基本計画）原案の作成に関する提案・検討■

■住民や事業者等の意向把握

●まちづくりプラン会議　●自治会長サロン
●各種団体懇談会

アンケート
●住民アンケート　●中高生アンケート

●経営者アンケート　●はたらく人アンケート
●転入出アンケート

自治会長サロン8

各種団体懇談会9

パブリックコメント10

委 員 長
副 委 員 長
委 員

：総務部長
：課長級
：各課1名（課長補佐、係長、主査級から）

総 括
グループ員
部 会 員
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町内企業の経営拡大に伴う産業用地の確保や、恵まれた道路交通環境を生かした企業誘致を目的として、産業立地のまちづくりを進めている区域。
新たな時代のモデルとなる良好な住宅市街地の形成や、職住近接のまちづくりの実現を目的として、住宅整備のまちづくりを進めている区域。
本町における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、本町の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を
協議し実施するため設置。
路線バスを利用しづらい方(障がい者や要介護者、妊産婦等)の移動の利便性を確保するため、町内の停留所間の利用制限を設けないサービス。

機能的で持続可能な都市基盤整備基本目標5　

■KPI

■主な施策・事業

ha － 23新市街地（みなくるタウン）の整備における新たな産業用地の
面積

ha － 3新市街地（みなくるタウン）の整備における新たな住居用地の
面積

指　標 単位 現状値（令和6年度） 目標値（令和12年度）

第5章第2節

第5章第4節

新市街地（みなくるタウン）における産業立地促進ゾーン※221と住街区促進ゾーン※222及び隣
接区域の住環境と調和した職住近接のまちづくり

バス及びタクシーの運転手不足の問題について、久御山町地域公共交通協議会※223及び京
都府、周辺市町との広域連携会議等において対策を検討

路線バスの補完的役割を担う「のってこタクシー」及び「のってこ優タクシー※224」の運行
継続

歩行者や自転車通行などの安全性を確保するため、自転車で通行しやすい道づくりや歩
道等の補修・改修を推進

内 容 基本計画

第5章第１節

第5章第5節

住民や企業と連携した良好な市街地環境の形成・保全を推進

第5章第3節

地域住民のニーズ及び利用状況に応じた身近な公園となるよう、公園改修を推進

管理不全な空家の解消

道路の適正な管理及び橋梁の効率的な維持管理

重要給水施設配水管の耐震化

久御山中央公園のリニューアル

久御山ジャンクション周辺において、新たな賑わいの創出に資する公園・緑地の整備検討

宇治川左岸において、災害時における防災ステーションの機能を兼ね備えた施設整備を推進

（5）

※221：
※222：
※223：

※224：

大気中に拡散された温室効果をもたらす物質。とりわけ産業革命以降、代表的な温室効果ガスであるCO2やCH4のほか、フロン類などは人為的な活動により大気中の濃
度が増加の傾向にある。
自治会の円滑な地域活動の展開と自治会長間の交流促進を図るため、自治会長会を年2回、自治会長が意見交換を行う自治会長サロンを年1回それぞれ開催。
家庭で余っている未開封のもので、常温で保存でき、賞味期限が一定期間（受付先が設定する期間）以上残っている食品を持ち寄り、社会福祉施設や団体等を通して、必要
とされる人たちに提供する活動のこと。

人と人、人と自然がつながり共生する基本目標4　

■KPI

■主な施策・事業

指　標 単位 現状値（令和6年度） 目標値（令和12年度）

% 44.2 50.0自治会加入率

% 24.8
（令和元年度） 46.0町内全域における温室効果ガス※218排出量削減割合（平成25

年度比）

内 容 基本計画

第4章第１節

第4章第2節

個人、家庭、地域、事業者、行政がそれぞれすべきことや協力できることを明確にし、相互に
連携しながら、環境保全活動を推進

第4章第3節

省エネや再生可能エネルギーの導入など環境に配慮した住民や企業等の活動や取組に対し
て、調査・ヒアリングをふまえ補助を実施

食品ロスを減らす適量の買い物を推奨する啓発を住民に対して行うとともに、フードドライ
ブ※220事業の実施や食品ロス削減に関する学習会の開催

家庭と仕事の両立に向け、役場が町内事業所の先進事例となるよう率先した取組

自治会加入促進及び地域活動のデジタル化など自治会活動等への支援

自治会長会・自治会長サロン※219の開催

全世代・全員活躍まちづくりセンター「グランハット」の利活用

NPO法人や大学等との連携による地域コミュニティ形成への支援（多彩な交流の促進）

空家、空き地における雑草繁茂や害虫発生等の衛生問題の早期解決

（4）

※218：

※219：
※220：
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　第6次総合計画の策定にあたり、住民の定住意向をはじめ、これまでのまちづくりに対する評価、今後
のまちづくりの方向性などを把握し、その結果を計画に反映させていくため、各種まちづくりアンケート調
査やまちづくりプラン会議を実施しました。

住民参画の結果

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年7月22日～8月13日

満18歳以上（基準日：令和6年7月1日）の方の中から住民基本台帳を基に
無作為抽出した2,500人

郵便配布、郵便回収（Web回答併用）により実施

30.7％（=（回答数767件÷抽出数2,500件）×100）

概要

住民の定住意向i

住民のまちへの愛着ii

56.8%
68.2%

32.9%
20.6%

5.7%
5.8%

2.5%
0.9%

2.1%
2.5%

0.0%
2.0%

久御山町にずっと
住み続けたい

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に考えていない

久御山町から
転出したい

町内の他の地区に
かわりたい

その他

無回答
■令和6年度
■平成26年度

　「今のところにずっと住み続けたい」の回答が
56.8％と半数を超えて最も多く、次いで、「特に考
えていない」が32.9％、「久御山町から転出した
い」が5.7%となりました。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、
「久御山町にずっと住み続けたい」が約11％減少
し、「特に考えていない」が約12％増加しています。

　「愛着がある」（「とても愛着がある」「どちらかと
いうと愛着を感じている」の合計）の回答割合が
73.8%となっており、約4人に3人が久御山町に愛
着を感じていることがわかります。

とても
愛着がある
28.8%

あまり愛着を
感じていない
5.5%

愛着を感じていない 1.8%
無回答 1.7%

どちらとも
いえない
17.2%

どちらかというと
愛着を感じている
45.0%

住民のまちのイメージ（上位5位）※複数回答iii

56.5%ホワイトコーンや九条ネギ、淀苗、
淀大根などの優良な農作物

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「ホワイトコーンや九条ネギ、淀苗、
淀大根などの優良な農作物」の回答
が56.5%と最も多く、次いで「久御山
ジャンクションに代表される広域幹線
道路網」が46.7%、「前川堤の桜並木
や「流れ橋と浜台の「浜茶」」などの景
観」が46.4%となりました。

住民が考えるまちの未来（上位5位）※複数回答iv

　「公共交通（電車・バス）や道路の
充実した通勤・通学、買い物などに便
利なまち」の回答が58.5％と最も多
く、次いで、「高齢者や障害者など誰も
が安心して暮らせる福祉の充実したま
ち」が52.0%、「災害や犯罪、事故の少
ない安全・安心なまち」が41.5％となり
ました。
　前回アンケートと比較すると、「公
共交通や道路の充実した通勤・通学、
買い物などに便利なまち」が約8％増
加しています。

46.7%久御山ジャンクションに代表される
広域幹線道路網

46.4%前川堤の桜並木や
「流れ橋と浜台の「浜茶」」などの景観

31.7%大型商業施設、映画館などの
日常生活の便利さ

24.8%農業と工業が調和した
ものづくりのまち

58.5%
50.6%

52.0%
61.8%

41.5%
50.8%

20.6%
24.2%

20.5%
28.5%

公共交通や道路の充実した通勤・通学、
買い物などに便利なまち

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者や障害者など誰もが安心して
暮らせる福祉の充実したまち

災害や犯罪、事故の少ない
安全・安心なまち

自然環境や歴史環境が豊かな
暮らしやすいまち

教育や保育サービスの充実した
子育てのしやすいまち

■令和6年度
■平成26年度

住民の今後のまちづくりで大切なこと（上位5位）※複数回答v

48.0%通学路や学校周辺の見守りなど
子どもの安全・安心への対策

0% 20% 40% 60% 80% 100%　町の安全・安心に関する対策や活
動について、充実しているところは、
「通学路や学校周辺の見守りなど子ど
もの安全・安心への対策」の回答が
48.0％と最も多く、次いで「街路灯の
設置や地域の見回り活動など防犯へ
の対策」が22.6％、「地震・水害への
備えや防災訓練など災害への対策」が
18.0％となりました。

22.6%街路灯の設置や地域の見回り
活動など防犯への対策

18.0%地震・水害への備えや
防災訓練など災害への対策

13.3%ひとり暮らし世帯への声かけ
など高齢者の見守り活動

9.0%道路・建物のバリアフリー化や
歩道・歩行者専用道路の整備

住民アンケート1
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　第6次総合計画の策定にあたり、住民の定住意向をはじめ、これまでのまちづくりに対する評価、今後
のまちづくりの方向性などを把握し、その結果を計画に反映させていくため、各種まちづくりアンケート調
査やまちづくりプラン会議を実施しました。

住民参画の結果

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年7月22日～8月13日

満18歳以上（基準日：令和6年7月1日）の方の中から住民基本台帳を基に
無作為抽出した2,500人

郵便配布、郵便回収（Web回答併用）により実施

30.7％（=（回答数767件÷抽出数2,500件）×100）

概要

住民の定住意向i

住民のまちへの愛着ii

56.8%
68.2%

32.9%
20.6%

5.7%
5.8%

2.5%
0.9%

2.1%
2.5%

0.0%
2.0%

久御山町にずっと
住み続けたい

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に考えていない

久御山町から
転出したい

町内の他の地区に
かわりたい

その他

無回答
■令和6年度
■平成26年度

　「今のところにずっと住み続けたい」の回答が
56.8％と半数を超えて最も多く、次いで、「特に考
えていない」が32.9％、「久御山町から転出した
い」が5.7%となりました。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、
「久御山町にずっと住み続けたい」が約11％減少
し、「特に考えていない」が約12％増加しています。

　「愛着がある」（「とても愛着がある」「どちらかと
いうと愛着を感じている」の合計）の回答割合が
73.8%となっており、約4人に3人が久御山町に愛
着を感じていることがわかります。

とても
愛着がある
28.8%

あまり愛着を
感じていない
5.5%

愛着を感じていない 1.8%
無回答 1.7%

どちらとも
いえない
17.2%

どちらかというと
愛着を感じている
45.0%

住民のまちのイメージ（上位5位）※複数回答iii

56.5%ホワイトコーンや九条ネギ、淀苗、
淀大根などの優良な農作物

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「ホワイトコーンや九条ネギ、淀苗、
淀大根などの優良な農作物」の回答
が56.5%と最も多く、次いで「久御山
ジャンクションに代表される広域幹線
道路網」が46.7%、「前川堤の桜並木
や「流れ橋と浜台の「浜茶」」などの景
観」が46.4%となりました。

住民が考えるまちの未来（上位5位）※複数回答iv

　「公共交通（電車・バス）や道路の
充実した通勤・通学、買い物などに便
利なまち」の回答が58.5％と最も多
く、次いで、「高齢者や障害者など誰も
が安心して暮らせる福祉の充実したま
ち」が52.0%、「災害や犯罪、事故の少
ない安全・安心なまち」が41.5％となり
ました。
　前回アンケートと比較すると、「公
共交通や道路の充実した通勤・通学、
買い物などに便利なまち」が約8％増
加しています。

46.7%久御山ジャンクションに代表される
広域幹線道路網

46.4%前川堤の桜並木や
「流れ橋と浜台の「浜茶」」などの景観

31.7%大型商業施設、映画館などの
日常生活の便利さ

24.8%農業と工業が調和した
ものづくりのまち

58.5%
50.6%

52.0%
61.8%

41.5%
50.8%

20.6%
24.2%

20.5%
28.5%

公共交通や道路の充実した通勤・通学、
買い物などに便利なまち

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者や障害者など誰もが安心して
暮らせる福祉の充実したまち

災害や犯罪、事故の少ない
安全・安心なまち

自然環境や歴史環境が豊かな
暮らしやすいまち

教育や保育サービスの充実した
子育てのしやすいまち

■令和6年度
■平成26年度

住民の今後のまちづくりで大切なこと（上位5位）※複数回答v

48.0%通学路や学校周辺の見守りなど
子どもの安全・安心への対策

0% 20% 40% 60% 80% 100%　町の安全・安心に関する対策や活
動について、充実しているところは、
「通学路や学校周辺の見守りなど子ど
もの安全・安心への対策」の回答が
48.0％と最も多く、次いで「街路灯の
設置や地域の見回り活動など防犯へ
の対策」が22.6％、「地震・水害への
備えや防災訓練など災害への対策」が
18.0％となりました。

22.6%街路灯の設置や地域の見回り
活動など防犯への対策

18.0%地震・水害への備えや
防災訓練など災害への対策

13.3%ひとり暮らし世帯への声かけ
など高齢者の見守り活動

9.0%道路・建物のバリアフリー化や
歩道・歩行者専用道路の整備

住民アンケート1
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第6次総合計画の策定経過

内容

総合計画策定調査委員会、総合計画策定調査委員会ワーキンググループ・部会　設置

広報くみやま掲載「まちづくりアンケートにご協力ください」（6/15号）

久御山町第6次総合計画策定方針の決定

自治会長サロン

広報くみやま掲載「まちづくりアンケートにご協力ください」（7/15号）

まちづくりアンケート調査（住民アンケート）（7/22～8/13）

まちづくりアンケート調査（中高生アンケート）

まちづくりアンケート調査（経営者・はたらく人アンケート）（～9月)

広報くみやま掲載「第6次総合計画「まちづくりプラン会議」の委員を募集」（9/1号）

「まちづくりプラン会議」委員募集（9/1～11）

　

まちづくりプラン会議（第1回）「くみやまのよいところとイマイチなところ」

まちづくりプラン会議（第2回）「くみやまで描きたい「まちの将来像」」

まちづくりプラン会議（第3回）「まちの将来像の実現のために自分たちにできること」

広報くみやま掲載「第6次総合計画の策定へ向けて　まちづくりアンケート結果」（2/1号）

月

6月

5月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

　 年度

令和6年度

　 年度

令和7年度

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

総合計画策定調査ワーキンググループ及び部会（第1回）
　総合計画策定調査ワーキンググループ設置要綱等、策定方針等、住民アンケート等の結果、
　第5次総合計画の評価・課題検証の実施について

総合計画審議会（第1回）
　委嘱、会長及び職務代理の選出、審議（第6次総合計画策定スケジュール・方針、住民等アンケート、
　まちづくりプラン会議について）

内容

各種団体懇談会

広報くみやま掲載「第6次総合計画シンポジウムを開催」（9/15号）

広報くみやま掲載「第6次総合計画（原案）のパブリックコメントにご協力ください」（10/1号）

久御山町第6次総合計画（原案）パブリックコメント（10/1～31）

総合計画審議会からの答申

基本構想の議会上程

基本構想の議決

総合計画策定調査委員会（第6回）
　パブリックコメント実施結果、基本構想・基本計画（原案）の修正、第3期総合戦略（案）、
　第7次行政改革大綱実行計画進捗状況について

総合計画策定調査委員会（第1回）
　策定庁内体制、策定方針等、住民等アンケートについて

総合計画策定調査委員会（第2回）
　まちづくりアンケート調査結果報告、第5次総合計画の評価・課題検証について

総合計画審議会（第2回）
　審議（まちづくりアンケート調査結果報告について）

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第2回）
　第5次総合計画の評価・課題検証ワーキングシートについて

総合計画策定調査ワーキンググループ（第2回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査ワーキンググループ（第3回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査委員会（第3回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第3回）
　第6次総合計画プランニングシートの作成について

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第4回）
　プランニングシートの整理、成果指標の設定に関する検討について

総合計画策定調査委員会（第4回）
　第6次総合計画基本構想（案）について

総合計画審議会（第3回）
　第6次総合計画（原案）の諮問、審議（基本構想（原案））

総合計画策定調査ワーキンググループ（第4回）
　基本計画素案について

総合計画審議会（第4回）
　情報提供「人口ビジョン及び地方創生」、審議（基本構想（原案））

総合計画策定調査委員会（第5回）
　第6次総合計画基本計画（原案）について

総合計画審議会（第5回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第2章、第5章））

総合計画審議会（第6回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第1章、第3章））

総合計画審議会（第7回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第4章、第6章））

総合計画審議会（第10回）
　審議（第6次総合計画（原案）の答申について）

総合計画審議会（第9回）
　審議（パブリックコメントの結果、基本構想及び基本計画（原案）修正案（第3期久御山町総合戦略））

総合計画審議会（第8回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第7章））
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事前の登録に基づき、防災行政無線から放送する、緊急を要する防災等の情報をメール、電話又はFAXで配信するシステム。
集中豪雨等の大雨が降った際、下水道や河川の負担を減らすため、雨水を一時的に貯めて流出を抑制する施設。
注釈226と同じ。
かつて京都府南部（現在の久御山町、京都市伏見区、宇治市にまたがる場所）に存在した広大な池「巨椋池」を中心とした地域を指す。
雨水を貯留し、水資源として活用するための施設。
京都府南部の9消防本部（久御山町消防本部・京都市消防局・乙訓消防組合・京田辺市消防本部・精華町消防本部・宇治市消防本部・城陽市消防本部・八幡市消防本部・相楽中
部消防組合）が対象。各消防本部が個別に運用している消防指令センターを1か所に集約し、消防指令業務（119番受付、部隊の出場指令、指令管制等）を共同で行うこと。
自動体外式除細動器。心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器。

「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設された国の制度。いただいた寄附金は、住民の皆さんが
将来に向けて夢を描ける、躍動感に溢れたまちづくりの実現に向けさまざまな取組に活用している。
町が行っている仕事の中で、住民の方が聞きたい、知りたい内容について、町の職員が講師となって地域へ出向いて説明する制度。
「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の
総称。

地域ぐるみで安全・安心な都市機能基本目標6　

■KPI

多様な主体がともに考え、ともにつくる信頼基本目標7　

■KPI

■主な施策・事業
■主な施策・事業

指　標 単位 現状値（令和6年度） 目標値（令和12年度）

人 300 900登録型戸別受信システム※225累計登録者数

ha 15.7 6.5荒見調整池※226及び大内貯留管※227整備による浸水想定区域
面積

指　標 単位 現状値（令和6年度） 目標値（令和12年度）

内 容 基本計画

第6章第１節

第6章第3節

第6章第4節

第6章第2節

万一に備えた初動体制等の充実や、避難行動要支援者、外国人などの災害弱者も含めた総
合的な防災・減災体制の構築

企業の多い本町において、企業との災害協定締結を増やすとともに、既に締結している企業
等と自然災害に対する備えや必要な対策について連携

開発事業者に対し雨水貯留施設※229の設置と的確な流入・排出操作及び維持管理の励行を
指導

「久御山町かわまちづくり計画」に基づき、宇治川左岸の西一口地内で整備予定の「（仮称）
MIZUBE ステーション」を拠点に防災力の強化と周辺地域の新たなにぎわいを創出

地域課題の解決をはじめ、新たな事業活動やまちづくりの展開に向け、町内企業や学生プ
ロジェクト等との連携を推進

町外から働きに来る人や町内施設を利用する人など、本町に関わりを持つ人が、町に愛着
を持ち、本町と継続的な関わりを生みだせる仕組みづくり

町のデジタル化による住民サービスを住民が利用できる環境の構築を推進、情報格差に
対する支援

住民や企業、行政が連携した自主防災組織の活動支援及び地域防災力の向上

消防広域化の検討及び近隣市町との連携・協力（京都府南部消防指令センター共同運用※230）
を推進

住民等に対しAED※231を用いた普通救命講習を実施

防災DXによるデジタル技術の活用により、住民等へ迅速かつ的確に情報を伝達

国土交通省が行う災害時の活動拠点となる高台の整備に合わせ、防災ステーションを整備

内 容 基本計画

第7章第１節

第7章第3節

町の魅力を積極的に情報発信し、まちへの関心・認知度を高める

地域へ出向く出前講座※233を活用し、住民が知りたい情報を直接得られる機会を提供

住民がまちづくりに参加し、まちに提案できる機会づくり

NPO※234や地域団体の主体的な取組について、自らの力で活動が継続していける伴走支援

各種事業への生徒や学生の積極的・具体的な参画を促す

巨椋池地域※228に流入する雨水を適切に排除する排水機場や排水幹線等の機能維持を促進

中央公園グラウンド地下に荒見調整池を整備

犯罪の防止・抑制に向けた取組や、特にこどもや高齢者を地域ぐるみで見守る取組を推進

計画的な防犯灯・防犯カメラの増設及び更新

新市街地（みなくるタウン）整備区域内に大内貯留管を整備

交通パトロール員による巡回・啓発活動を継続

件 5,137 11,000ふるさと納税※232年間寄附件数

件 1,209 1,800産業大使による年間情報発信数

（6） （7）

※225：
※226：
※227：
※228：
※229：
※230：

※231：

※232： 

※233： 
※234： 
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中学生が考えるまちづくりのキーワード（上位5位）※複数回答ii

47.3%明るい

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「明るい」の回答が47.3％となり、最も多
く、次いで「元気」が37.0％、「安全」及び「に
ぎわい」がそれぞれ30.4％となりました。

37.0%元気

30.4%安全

30.4%にぎわい

29.2%夢

高校生が考えるまちづくりのキーワード（上位5位）※複数回答ii

45.3%明るい

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「明るい」の回答が45.3％となり、最も多
く、次いで「にぎわい」が36.2％、「元気」が
34.3％となりました。

36.2%にぎわい

34.3%元気

33.2%安全

28.2%安心

中学生の久御山町の住み心地i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年7月上旬から下旬

久御山町在住の中学1年生から3年生

学校を通じて、Webアンケートにより実施（一部町外への通学者に対して郵送実施）

91.4％（=（回答数319件÷配布数349件）×100）

概要

52.7%
49.3%

37.9%
39.7%

3.1%
1.4%

6.0%
6.8%

0.7%

0.3%

0.0%

2.1%

とても住みやすい
まちだと思う

0% 20% 40% 60% 80% 100%

改善してほしいところは
あるが、良いまちだと思う

住み心地はあまり
良くないまちだと思う

その他

わからない

無回答 ■令和6年度
■平成26年度

　「住みやすいと思う」（「とても住みやすいま
ちだと思う」「改善してほしいところはあるが、
良いまちだと思う」の合計）と回答した割合
は、90.6％（前回アンケート：89.0％）となり、
約9割の回答者が久御山町の住み心地は良
いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較する
と、ほとんど変化はみられませんが、「とても
住みやすいまちだと思う」と回答した人が半
数を超えました。

高校生の久御山町の住み心地i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年7月上旬から下旬

久御山高等学校の1年生から3年生

学校を通じて、Webアンケートにより実施

100.0％（=（回答数536件÷配布数536件）×100）

概要

39.9%
21.4%

31.9%
38.0%

19.0%
33.2%

8.6%
3.5%

2.9%

0.6%

0.0%

1.0%

改善してほしい
ところはあるが、
良いまちだと思う

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても住みやすい
まちだと思う

わからない

その他

住み心地はあまり
良くないまちだと思う

無回答
■令和6年度
■平成26年度

　「住みやすいと思う」（「とても住みやすい
まちだと思う」「改善してほしいところはある
が、良いまちだと思う」の合計）と回答した割
合は、71.8％（前回アンケート：59.4％）とな
り、約7割の回答者が久御山町の住み心地
は良いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較する
と、「改善してほしいところはあるが、良いま
ちだと思う」が約20％増加し、「わからない」
が約15％減少しています。

中学生アンケート2 高校生アンケート3
58
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中学生が考えるまちづくりのキーワード（上位5位）※複数回答ii

47.3%明るい

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「明るい」の回答が47.3％となり、最も多
く、次いで「元気」が37.0％、「安全」及び「に
ぎわい」がそれぞれ30.4％となりました。

37.0%元気

30.4%安全

30.4%にぎわい

29.2%夢

高校生が考えるまちづくりのキーワード（上位5位）※複数回答ii

45.3%明るい

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「明るい」の回答が45.3％となり、最も多
く、次いで「にぎわい」が36.2％、「元気」が
34.3％となりました。

36.2%にぎわい

34.3%元気

33.2%安全

28.2%安心

中学生の久御山町の住み心地i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年7月上旬から下旬

久御山町在住の中学1年生から3年生

学校を通じて、Webアンケートにより実施（一部町外への通学者に対して郵送実施）

91.4％（=（回答数319件÷配布数349件）×100）

概要

52.7%
49.3%

37.9%
39.7%

3.1%
1.4%

6.0%
6.8%

0.7%

0.3%

0.0%

2.1%

とても住みやすい
まちだと思う

0% 20% 40% 60% 80% 100%

改善してほしいところは
あるが、良いまちだと思う

住み心地はあまり
良くないまちだと思う

その他

わからない

無回答 ■令和6年度
■平成26年度

　「住みやすいと思う」（「とても住みやすいま
ちだと思う」「改善してほしいところはあるが、
良いまちだと思う」の合計）と回答した割合
は、90.6％（前回アンケート：89.0％）となり、
約9割の回答者が久御山町の住み心地は良
いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較する
と、ほとんど変化はみられませんが、「とても
住みやすいまちだと思う」と回答した人が半
数を超えました。

高校生の久御山町の住み心地i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年7月上旬から下旬

久御山高等学校の1年生から3年生

学校を通じて、Webアンケートにより実施

100.0％（=（回答数536件÷配布数536件）×100）

概要

39.9%
21.4%

31.9%
38.0%

19.0%
33.2%

8.6%
3.5%

2.9%

0.6%

0.0%

1.0%

改善してほしい
ところはあるが、
良いまちだと思う

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても住みやすい
まちだと思う

わからない

その他

住み心地はあまり
良くないまちだと思う

無回答
■令和6年度
■平成26年度

　「住みやすいと思う」（「とても住みやすい
まちだと思う」「改善してほしいところはある
が、良いまちだと思う」の合計）と回答した割
合は、71.8％（前回アンケート：59.4％）とな
り、約7割の回答者が久御山町の住み心地
は良いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較する
と、「改善してほしいところはあるが、良いま
ちだと思う」が約20％増加し、「わからない」
が約15％減少しています。

中学生アンケート2 高校生アンケート3
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久御山町総合計画条例
平成26年3月28日

条例第5号

　（目的）
第1条　この条例は、町政運営の基本となるまちの将来像を明らかにし、これを達成するための基本方針を示す計画
　（以下「総合計画」という。）の構成及び位置付け並びにその策定方針を明らかにするとともに、総合計画の策定に
　関し必要な事項を定めることにより、住民参画による総合計画の策定を行い、もって住民との協働と連携を基本
　としたまちづくりを総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

　（定義）
第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　（1）　基本構想　町の将来の目標及び目標達成のための施策の大綱を示すもの
　（2）　基本計画　基本構想の施策の大綱に基づき、行政各分野における施策の内容及び施策を構成する事業の
　　　　基本的方向を体系的に示すもの
　（3）　実施計画　基本計画で示した施策の実現を図るために実施する事業を具体的に示すもの

　（構成及び位置付け）
第3条　総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成する。
2　総合計画は、町の最上位の計画とし、町が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっ
　 ては、総合計画との整合を図るものとする。

 （策定方針）
第4条　総合計画は、町の最上位の計画としての位置付けを踏まえ、総合的かつ計画的見地から策定するものとする。
2　総合計画は、住民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、住民参画により策定するものとする。
3　総合計画は、地域の実情及び社会経済情勢の変化を踏まえ、長期的かつ適切な計画期間を設定するものとする。
4　前3項の規定は、総合計画の変更について準用する。

　（久御山町総合計画審議会）
第5条　町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、附属機関（地方自治法（昭和22年法
　律第67号）第138条の4第3項の規定により設置する町長の附属機関をいう。）に諮問するものとする。
2　前項の規定による諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、町長に答申するため、久御山町総合計画審議会（以
　下「審議会」という。）を置く。
3　審議会は、委員25人以内で組織する。
4　委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
　（1）　町議会が推薦する町議会議員
　（2）　関係行政機関・委員会・団体等の役職員
　（3）　町政に関し優れた識見を有する者
　（4）　町の職員
5　委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
6　前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

　（議会の議決）
第6条　町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

　（公表）
第7条　町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

　（策定後の措置）
第8条　町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるほか、その実施状況につい
　て、適宜に公表するものとする。

　（委任）
第9条　この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

　附　則
1　この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2　久御山町総合計画審議会設置条例（平成7年久御山町条例第2号）は、廃止する。

●委員名簿

久御山町総合計画審議会

久御山町議会議長

久御山町議会副議長

京都府山城広域振興局地域連携・振興部長

久御山町民生児童委員協議会会長

久御山町社会福祉協議会会長

久御山町社会福祉協議会会長

久御山町シニアクラブ連合会会長

久御山町子ども・子育て会議委員

久御山町子ども・子育て会議委員

久御山町商工会会長

久御山町環境審議会委員

久御山町都市計画審議会会長

久御山町教育委員会委員

久御山町スポーツ協会会長

久御山町女性消防団部長

久御山町消防団第1分団副分団長

京都文教大学学長

神戸大学名誉教授（地域包括ケア会議）

久御山ものづくりC-AMP代表

久御山ものづくりC-AMP代表

KUMIDAN代表

男女共同参画推進懇話会会長

司法書士

女性農業者

 

令和6年度

令和7年度

令和6年度

令和7年度

職務代理

会長

令和6年度

令和7年度

令和6年度

松 本 　 義 裕

樋 口 　 房 次

西 村 　 嘉 高

信 貴 　 豊 廣

岡 西 　 義 久

田 井 　 豊

髙 木 　 優 子

政田　美音子

薄 井 　 志 穂

髙 月 　 裕 子

西 村 　 好

田 中 　 壽 嗣

豊 田 　 美 幸

今 村 　 祐 嗣

寺井　恵太郎

岡 井 　 温 宣

上 野 　 道 子

田 中 　 葵

森 　 正 美

依 田 　 博

西 田 　 亮 太

松 本 　 和 樹

平 野 　 典 子

島宗　早耶香

岸 　 直 也

上 田 　 幸 子

第1号委員 町議会が推薦する
町議会議員

第3号委員 見識を有する者

第2号委員
関係行政機関・
委員会・団体等の
役職員

任命区分 氏名 構成団体等名（役職名等） 備考

※敬称略

久御山町農業委員会
京都やましろ農業協同組合 久御山町運営協議会会長

久御山町食生活改善推進員協議会「久味の会」会長
（第3号委員）男女共同参画推進懇話会会長（令和7年度）
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行政をはじめ町に関わるすべての人・事業所・機関等による連携と信頼関係によって、人々が生き生きと安心し
て暮らし続けられ、魅力と活力あるまちを創出するとともに、昼夜間人口比率が2倍を超える特徴を活かし、強い
地方経済を目指すことで人々の健康と経済的発展の両方を成就することを基本理念とする。

公民連携の取り組み

全世代・全員活躍まちづくり　　　センター（グランハット）

地域包括ケアシステムとの連携

社会教育・
生涯学習拠点機能
＋ 7つの機能
①子育て支援
②こどもからシニア世代、
　高齢者の活動支援
③生涯学習環境の充実
④多世代交流・多文化交流
⑤社会福祉領域との連携・協働
⑥防災拠点
⑦文化財の保護・活用

教育と福祉の連携による総合的相談・支援 生活支援・介護予防／健康管理・健康づくり

子育て応援センター「はぐくみ」 地域包括支援センター

●地域の若者等多世代・子育て経験者と交流
　できる環境を実現。小中学校やこども園との
　連携も

●「全国一番の子育て環境のまちづくり」を　
　キーワードに、地域の「宝」であるこどもを地
　域で育てていくための環境や、将来こどもを
　「持ちたい」と思える環境づくり

●久御山町、教育委員会、社会福祉協議会、シルバー
　人材センター、医療・福祉サービス事業者、商工会・事
　業所、地域住民、金融機関、メディアなどの参画に
　より、多様な意見が適切に反映されたまちづくり
　を推進するとともに、持続可能なサービスを提供

●人・暮らし・産業をつなぐ久御山町”まちのに
　わ”構想とのリンク
●住民・事業者・行政の各主体が一体となって
　「環境都市くみやま」を創造

職住近接の環境

昼夜間人口比率は2倍を超える

みなくるタウンにおける
企業誘致優良田園住宅の整備
空き家バンクの活用等

●生産年齢人口の転出抑制に加え、町外からの通勤者が居
　住できるまちづくり
●若者・女性に選ばれるまちに

多世代・多文化の地域住民・子育て経験者等との交流

●地域の若者等多世代・子育て経験者と交流できる環境を
　実現。小中学校やこども園との連携も
●地域の一員である外国籍住民との文化的隔たりを乗り越え、
　地域における共生を実現

「継続的なケア」の実現

●医療介護が必要となった時に、人生の最終段階まで尊厳
　のある生活が送れる体制を確保
●久御山町に居住する認定こども園の児童を対象に病児・
　病後児保育を実施

定
住

●健康づくりや就労・生涯学習など社会的活動への参加等
　により、健康でアクティブな生活を目指す
●通勤・通学者を含めた町に関わる全ての人がまちに魅力
　を感じ愛着を持つことを目指す

就労・創業・事業承継支援

「久御山まちにわ構想」の取組をはじめとした
憩い・ふれあい・体験など

工業団地

シルバー人材センター

都市近郊農業

商工会

いきいきホール 中央公園

クロスピア

ものづくりの二刀流

「歩くまち」の取組
多世代交流・多文化交流地域サロンなど

小・中学校、こども園との連携

あいあいホール ゆうホール

交流人口・関係人口

久御山南病院

リハビリ病院

京都岡本記念病院

介護施設

グループホーム

地域医療・介護
障がい福祉サービス
病児・病後児保育

健康でアクティブな憩いのある生活の実現

（8）
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経営者の定住意向i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年8月から9月

町内事業所の経営者

29.5％（=（回答数96件÷配布数325件）×100）

概要

78.1%

34.4%

26.0%

26.0%

18.8%

公共交通機関の充実

若者や子育て世代の
働く環境づくり

への支援

渋滞解消

道路の整備

災害や犯罪、事故の
少ない環境づくり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　「住みたいと思わない」の回答が41.7％と最も
多く、次いで「住みたいと思う」と「わからない」
の回答が27.1%となっています。

経営者の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
（上位5位）※複数回答

ii

　「公共交通機関の充実」の回答が78.1％とな
り、最も多く、次いで「渋滞解消」が34.4％、「若
者や子育て世代の働く環境づくりへの支援」「道
路の整備」がそれぞれ26.0％などとなっていま
す。

商工会会員企業（322社）及び町内企業から抽出した事業所へ調査票を一定部数
郵便配布、郵便回収により実施

無回答
4.2%

住みたいと
思う
27.1%

わからない
27.1%

住みたいと思わない
41.7%

はたらく人の定住意向i

　「住みたいと思わない」の回答が54.7％と最も
多く、次いで「わからない」の回答が26.8%、「住
みたいと思う」の回答が16.4%となっています。

無回答
2.1%

住みたいと
思う
16.4%わからない

26.8%

住みたいと思わない
54.7%

はたらく人の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
（上位5位）※複数回答

ii

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年8月から9月

町内事業所の就業者（主に従業員向け）

商工会会員企業（322社）及び町内企業から抽出した事業所へ調査票を一定部数
郵便配布、郵便回収により実施

28.2％（=（回答数750件÷配布数2,663件）×100）

概要

　「公共交通機関の充実」の回答が73.1％と最
も多く、次いで「渋滞解消」が55.9％、「道路の
整備」が28.5％などとなっています。

73.1%

55.9%

28.5%

21.5%

13.2%

公共交通機関の充実

若者や子育て世代の
働く環境づくり

への支援

渋滞解消

道路の整備

災害や犯罪、事故の
少ない環境づくり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経営者アンケート4 はたらく人アンケート559
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経営者の定住意向i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年8月から9月

町内事業所の経営者

29.5％（=（回答数96件÷配布数325件）×100）

概要

78.1%

34.4%

26.0%

26.0%

18.8%

公共交通機関の充実

若者や子育て世代の
働く環境づくり

への支援

渋滞解消

道路の整備

災害や犯罪、事故の
少ない環境づくり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　「住みたいと思わない」の回答が41.7％と最も
多く、次いで「住みたいと思う」と「わからない」
の回答が27.1%となっています。

経営者の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
（上位5位）※複数回答

ii

　「公共交通機関の充実」の回答が78.1％とな
り、最も多く、次いで「渋滞解消」が34.4％、「若
者や子育て世代の働く環境づくりへの支援」「道
路の整備」がそれぞれ26.0％などとなっていま
す。

商工会会員企業（322社）及び町内企業から抽出した事業所へ調査票を一定部数
郵便配布、郵便回収により実施

無回答
4.2%

住みたいと
思う
27.1%

わからない
27.1%

住みたいと思わない
41.7%

はたらく人の定住意向i

　「住みたいと思わない」の回答が54.7％と最も
多く、次いで「わからない」の回答が26.8%、「住
みたいと思う」の回答が16.4%となっています。

無回答
2.1%

住みたいと
思う
16.4%わからない

26.8%

住みたいと思わない
54.7%

はたらく人の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
（上位5位）※複数回答

ii

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年8月から9月

町内事業所の就業者（主に従業員向け）

商工会会員企業（322社）及び町内企業から抽出した事業所へ調査票を一定部数
郵便配布、郵便回収により実施

28.2％（=（回答数750件÷配布数2,663件）×100）

概要

　「公共交通機関の充実」の回答が73.1％と最
も多く、次いで「渋滞解消」が55.9％、「道路の
整備」が28.5％などとなっています。

73.1%

55.9%

28.5%

21.5%

13.2%

公共交通機関の充実

若者や子育て世代の
働く環境づくり

への支援

渋滞解消

道路の整備

災害や犯罪、事故の
少ない環境づくり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経営者アンケート4 はたらく人アンケート5
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●諮問書 ●答申書
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転入者のまちに期待するサービス（上位5位）※複数回答i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和5（2023）年12月から令和6（2024）年6月

久御山町へ転入・転出される方

窓口でアンケート調査票を配付

転入：81件　転出：91件

概要

27.5%

22.0%

17.4%

11.0%

8.3%

住環境（道路・公園など）の整備

公共交通の便利

特にない

防災・防犯

教育・子育て支援

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「住環境（道路・公園など）の整備」の
回答が27.5％と最も多く、次いで「特に
ない」が22.0％、「公共交通の便利」が
17.4％となりました。

転出者の町のイメージ（上位5位）※複数回答ii

　「住環境がよい」の回答が43.0％と最
も多く、次いで「京都・大阪に近く、道
路交通が便利」が36.6％、「買い物が
便利」が26.9％となりました。

43.0%

36.6%

26.9%

20.4%

19.4%

住環境がよい

買い物が便利

京都・大阪に近く、道路交通が便利

通勤・通学（公共交通）の
便利がよくない

教育・子育て支援や生涯学習の
環境が充実している

0% 20% 40% 60% 80% 100%

募集方法

応募要件

募集期間

委員等

テーマと
実施日時

20名
【一般公募等（13名）】

【各種団体推薦（7名）】

●第1回
●第2回
●第3回

令和6年11月30日
令和6年12月22日
令和7年1月25日

「くみやまのよいところとイマイチなところ」
「くみやまで描きたい「まちの将来像」」
「まちの将来像の実現のために自分たちにできること」

広報誌、町ホームページ、公共施設にある申し込み用紙で募集

町内在住の18歳以上65歳未満の人

令和6年9月1日～9月11日

　令和6年11月から令和7年1月にかけて、久御山町のまちの将来像について自由な意見をいただくため、
「まちづくりプラン会議」を全3回にわたって開催しました。公募等による20名の住民や町内就業者、学生な
どの方が、久御山町のよいところや課題、そしてこれからのまちづくりについて検討され、意見を出し合われ
ました。
　第1回まちづくりプラン会議では、各委員の久御山町に対するイメージを整理し、今後のまちづくりのキー
ワードを導きました。
　第2回まちづくりプラン会議では、これらのキーワードを軸に「まちの将来像」を考え、「まちの将来像」の
言葉に込めた意味や思いを通して、これから取り組むべきことやまちの将来について、委員全員で意見の共
有を行いました。
　第3回まちづくりプラン会議では、これまでの検討内容を踏まえ、各グループで「まちの将来像」と「まちの
将来像」で使用した言葉に込めた思いを模造紙にまとめて、町長へのプレゼンテーションを行いました。

各グループが考えた「まちの将来像」

グループA あったかいきずな　住みやすいまち
―自分らしく　いきいきと輝く　次世代に誇れる　久御山―

グループB みんなでつくる明日の光　広がる笑顔　豊かな久御山
～にぎわい人いっぱい愛され親しまれるまち～

グループC 笑顔あふれる“ひと”と“もの”がつながる豊かなまち久御山

グループD 誇りを持ち夢を実現できる日本一住みたい町　久御山

転入出アンケート6 まちづくりプラン会議7

概要
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転入者のまちに期待するサービス（上位5位）※複数回答i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和5（2023）年12月から令和6（2024）年6月

久御山町へ転入・転出される方

窓口でアンケート調査票を配付

転入：81件　転出：91件

概要

27.5%

22.0%

17.4%

11.0%

8.3%

住環境（道路・公園など）の整備

公共交通の便利

特にない

防災・防犯

教育・子育て支援

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「住環境（道路・公園など）の整備」の
回答が27.5％と最も多く、次いで「特に
ない」が22.0％、「公共交通の便利」が
17.4％となりました。

転出者の町のイメージ（上位5位）※複数回答ii

　「住環境がよい」の回答が43.0％と最
も多く、次いで「京都・大阪に近く、道
路交通が便利」が36.6％、「買い物が
便利」が26.9％となりました。

43.0%

36.6%

26.9%

20.4%

19.4%

住環境がよい

買い物が便利

京都・大阪に近く、道路交通が便利

通勤・通学（公共交通）の
便利がよくない

教育・子育て支援や生涯学習の
環境が充実している

0% 20% 40% 60% 80% 100%

募集方法

応募要件

募集期間

委員等

テーマと
実施日時

20名
【一般公募等（13名）】

【各種団体推薦（7名）】

●第1回
●第2回
●第3回

令和6年11月30日
令和6年12月22日
令和7年1月25日

「くみやまのよいところとイマイチなところ」
「くみやまで描きたい「まちの将来像」」
「まちの将来像の実現のために自分たちにできること」

広報誌、町ホームページ、公共施設にある申し込み用紙で募集

町内在住の18歳以上65歳未満の人

令和6年9月1日～9月11日

　令和6年11月から令和7年1月にかけて、久御山町のまちの将来像について自由な意見をいただくため、
「まちづくりプラン会議」を全3回にわたって開催しました。公募等による20名の住民や町内就業者、学生な
どの方が、久御山町のよいところや課題、そしてこれからのまちづくりについて検討され、意見を出し合われ
ました。
　第1回まちづくりプラン会議では、各委員の久御山町に対するイメージを整理し、今後のまちづくりのキー
ワードを導きました。
　第2回まちづくりプラン会議では、これらのキーワードを軸に「まちの将来像」を考え、「まちの将来像」の
言葉に込めた意味や思いを通して、これから取り組むべきことやまちの将来について、委員全員で意見の共
有を行いました。
　第3回まちづくりプラン会議では、これまでの検討内容を踏まえ、各グループで「まちの将来像」と「まちの
将来像」で使用した言葉に込めた思いを模造紙にまとめて、町長へのプレゼンテーションを行いました。

各グループが考えた「まちの将来像」

グループA あったかいきずな　住みやすいまち
―自分らしく　いきいきと輝く　次世代に誇れる　久御山―

グループB みんなでつくる明日の光　広がる笑顔　豊かな久御山
～にぎわい人いっぱい愛され親しまれるまち～

グループC 笑顔あふれる“ひと”と“もの”がつながる豊かなまち久御山

グループD 誇りを持ち夢を実現できる日本一住みたい町　久御山

転入出アンケート6 まちづくりプラン会議7

概要
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●設置要綱

まちづくりプラン会議

　（設置）

第1条　久御山町第6次総合計画策定調査の一環として、住民や事業者など幅広い層から、まちづくり全

　般について自由な発想に基づいた意見をいただくため、まちづくりプラン会議（以下「プラン会議」とい

　う。）を設置する。

　（所掌事務）

第2条　プラン会議は、次の各号に掲げる事項について、意見の交換を行うものとする。

　（1）　まちの将来像に関すること。

　（2）　今後のまちの課題や施策に関すること。

　（3）　その他総合計画策定調査に関すること。

　（組織）

第3条　プラン会議は、おおむね20名の委員をもって組織する。

2　委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

　（1）　一般公募等による住民

　（2）　事業者及び各種団体が推薦する者

3　委員の任期は、プラン会議の提案書をまとめるまでとする。

　（その他）

第4条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　この要綱は、令和6年5月23日から施行する。

●委員名簿

水 野 　 睦 乃

中 林 　 彩 子

村 田 　 翔 一

魚 住 　 洸 介

南 　 真 司

酒 部 　 浩 二

田 中 　 千 鶴

福 田 　 幹 夫

大 﨑 　 祐 介

倭田　龍太郎

東 原 　 寛 佳

松本　すずか

長 嶋 　 優

阪 本 　 浩 一

安 田 　 知 穂

岡 　 知 子

南 　 絵 里

大 西 　 忠 彦

四 戸 　 清

氏名 備考

（ＪＡ京都やましろ青壮年部）

（プラスコート(株)）

（民生児童委員協議会）

（子育てサークル）

（スポーツ推進委員会）

（東角校区自主防災会連合会）

　　　（多文化共生サポーター会議）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

久御山町役場職員

久御山町役場職員

久御山町役場職員

京都文教大学学生団体KminK

京都文教大学学生団体KminK

京都文教大学学生団体KminK

事業環境部推薦

事業環境部推薦

民生部推薦

民生部推薦

教育委員会推薦

総務部推薦

総務部推薦グエン・バン・キエン

※順不同・敬称略
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　久御山の地は、広大な湖沼であった巨椋池周辺を中心に古代から開けた地でありました。第二京阪道
路等の建設に伴い行われた発掘調査（市田斉当坊遺跡・佐山遺跡・佐山尼垣外遺跡）の結果、出土した
土器などからまちの歴史は縄文時代までさかのぼり、次の弥生時代に入って人々は本格的にこの地に定
着し、生活を営み始めたと考えられています。
　また、「日本書紀」には、灌漑用あるいは舟運用として利用された栗隈大溝が掘られたとあり、それは町
内を流れる古川ではないかと推定されていることや、条里制の地名（一ノ坪・上ノ坪・五ノ坪など）が残っ
ていることなどから、この地において土地開発が早くから行われていたことを物語っています。
　平安時代には、朝廷の牧場（美豆の厩）や狭山江御厨などがあり、朝廷と深いつながりがありました。
　安土桃山時代に豊臣秀吉は、伏見城を築城するにあたって、巨椋池に大池堤、淀堤、太閤堤などの堤防
を築き、宇治川、木津川を巨椋池から分離させるとともに、巨椋池自体も4分割されることになりました。
　江戸時代においては、淀藩をはじめ寺社領などが入り組んで細分化されてしまいましたが、秀吉の大土
木工事以来、淀川、桂川、木津川の三川が淀の西方で合流するようになったため、洪水期には、合流点か
らの逆流により田畑が水没し、平年作が3年に1度しかないという水害常襲地帯でした。そのため、村民か
ら「川違」（流路変更）の嘆願書が何度も出されていました。

まちのあゆみ

　明治4（1871）年に廃藩置県により当地は京都府管下となり、明治9（1876）年には御牧10カ村が合併
し、御牧村が誕生。次いで、明治22（1889）年の町村制の施行により佐山村が誕生しました。
　明治33（1900）年から41（1908）年にかけて宇治川改修が行われ、これによって巨椋池は完全に独立
した湖沼となり、洪水被害は著しく軽減されました。
　大正7（1918）年に全国的規模で広がった米騒動により、政府は米の増産に迫られ、大正8（1919）年、
開墾助成法を成立させました。この法律による干拓事業の一つに巨椋池が指定され、昭和8（1933）年か
ら16（1941）年にかけて国営事業として干拓が実施されました。

　昭和24（1949）年から26（1951）年にかけて、淀町、佐山村、御牧村の3町村の合併の機運が高まって
きました。しかし、淀町は京都市編入の強い希望があり、昭和29（1954）年、佐山村と御牧村の2村が合
併し、久御山町が誕生しました。
　新生久御山町もその前途は多難であり、合併の前年、近畿一円に大きな被害をもたらした台風13号に
よる水害は、町財政を苦しめ、昭和31（1956）年から35（1960）年まで、財政再建団体の指定を受けるこ
とになりました。
　その後、昭和41（1966）年に国道1号枚方バイパスが開通すると、農業中心のまちとして発展してきた
本町の様相は一変しました。バイパス完成と相前後して工場、倉庫などを中心に諸産業が進出するととも
に、住宅地の開発も進みました。

　このような急激な都市化の波は、農地の減少や都市型公害の発生など、新たな問題を引き起こしたた
め、計画的な土地利用と住みよい生活環境の形成をめざして、昭和46（1971）年に都市計画法による市
街化区域・市街化調整区域の決定、昭和48（1973）年に用途地域の指定を行いました。昭和50（1975）
年から久御山団地の入居が始まり、その後も府営団地の入居や民間による住宅開発が相次ぎ、人口も昭
和50（1975）年から60（1985）年にかけて、急激に増加しました。昭和60（1985）年の国勢調査では、
人口がピークの19,136人に達しましたが、それ以降は緩やかな減少傾向となり、令和2（2020）年の国勢
調査では、15,250人となっています。
　このように都市化が進展するなかで、道路、河川、公園、下水道などの都市基盤施設や、こども園、小・
中学校をはじめ、総合体育館、生涯学習センター、図書館、健康センターなどの教育・文化、介護予防施設
等の整備を進めてきました。また、巨椋池排水機場も全面的な改修が行われ、本町の長年の悲願であった
治水面での安全性も大きく向上しています。
　さらに、ほ場整備事業をはじめとした農業基盤整備にも力を入れるなど、農業振興にも取り組み、こん
にち、農業・工業・住宅の調和のとれた町が形成されました。
　一方、ソフト事業の面では、特に福祉・教育面に力を入れ、各種の住民負担軽減施策を行うなど、住民
サービスの向上に努め、近年は「子育て環境日本一のまち」の実現を目指し、子育て施策の充実を進めて
います。
　また、まちの駅クロスピアくみやまの周辺では、大型商業施設がさらなる賑わいを見せるほか、大型宿
泊施設が立地するなど、より魅力的なまちをめざして発展を続けています。

さい とう ぼう

み　ず　 うまや さ　やま え のみくりや

かんがい くりくまのおおうなで

あま がい と

かわちがい

古代から近世1

明治時代から町制施行前まで2

町制施行から現在に至るまで3
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概　要

実施日時
●令和6年7月6日
　「魅力的なまち（地域）をつくるために必要なこと、自分たちでできること」　
　参加者20自治会、22人

概　要

実施日時
●令和7年6月1日　
　「描きたい「まちの将来像」」や「今後必要な施策」など
　参加者38団体、53人

概　要

募集テーマ 久御山町第6次総合計画（原案）

募集期間 令和7年10月1日（水）から10月31日（金）

実施結果 63件

第6次総合計画策定に係る取組・組織等関係図

議会

審議会答申後の総合計画
基本構想案を議決
（条例第6条）

■

総合計画策定調査委員会 住民参画

パブリックコメント

ワークショップ等

審議会に提示する総合計画原案の作成■

町長

総合計画決定■

総合計画審議会

総合計画原案の審議
（条例第5条）
■

上程

議決

答申

諮問

：町長
：副町長・教育長
：部長

総合計画策定調査ワーキンググループ・部会

総合計画（主に基本計画）原案の作成に関する提案・検討■

■住民や事業者等の意向把握

●まちづくりプラン会議　●自治会長サロン
●各種団体懇談会

アンケート
●住民アンケート　●中高生アンケート

●経営者アンケート　●はたらく人アンケート
●転入出アンケート

自治会長サロン8

各種団体懇談会9

パブリックコメント10

委 員 長
副 委 員 長
委 員

：総務部長
：課長級
：各課1名（課長補佐、係長、主査級から）

総 括
グループ員
部 会 員
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概　要

実施日時
●令和6年7月6日
　「魅力的なまち（地域）をつくるために必要なこと、自分たちでできること」　
　参加者20自治会、22人

概　要

実施日時
●令和7年6月1日　
　「描きたい「まちの将来像」」や「今後必要な施策」など
　参加者38団体、53人

概　要

募集テーマ 久御山町第6次総合計画（原案）

募集期間 令和7年10月1日（水）から10月31日（金）

実施結果 63件

第6次総合計画策定に係る取組・組織等関係図

議会

審議会答申後の総合計画
基本構想案を議決
（条例第6条）

■

総合計画策定調査委員会 住民参画

パブリックコメント

ワークショップ等

審議会に提示する総合計画原案の作成■

町長

総合計画決定■

総合計画審議会

総合計画原案の審議
（条例第5条）
■

上程

議決

答申

諮問

：町長
：副町長・教育長
：部長

総合計画策定調査ワーキンググループ・部会

総合計画（主に基本計画）原案の作成に関する提案・検討■

■住民や事業者等の意向把握

●まちづくりプラン会議　●自治会長サロン
●各種団体懇談会

アンケート
●住民アンケート　●中高生アンケート

●経営者アンケート　●はたらく人アンケート
●転入出アンケート

自治会長サロン8

各種団体懇談会9

パブリックコメント10

委 員 長
副 委 員 長
委 員

：総務部長
：課長級
：各課1名（課長補佐、係長、主査級から）

総 括
グループ員
部 会 員
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●設置要綱

第3期久御山町総合戦略会議

　（設置）
第1条　第3期久御山町人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）及び久御山町総合戦略（以下「総合戦略」とい
　う。）の策定と第3期総合戦略の着実な推進にあたり、有識者の意見を聴取するため、第3期久御山町総合戦略会
　議（以下「会議」という。）を設置する。
　（任務）
第2条　会議は、第3期人口ビジョン及び総合戦略に示すべき取組の方向性等について検討し、意見の提案を行うと
　ともに、次に掲げる事項について意見を述べ、助言等を行うものとする。
　（1）　第3期総合戦略の効果検証に関すること
　（2）　第3期総合戦略の見直しに関すること
　（3）　その他第3期総合戦略を推進するため必要な事項
　（組織）
第3条　会議は、委員15人以内で組織する。
2　委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
　（1）　産業界の関係者
　（2）　行政機関・委員会・団体等の関係者
　（3）　行政に関し優れた識見を有する者
　（4）　金融機関の関係者
　（5）　報道機関の関係者
　（6）　その他町長が必要と認める者
3　委員の任期は、委嘱の日から第3期総合戦略の推進期間が終了する翌年度の末日までとする。
　（座長）
第4条　会議に座長を置き、委員の互選により定める。
2　座長は、会議を代表し、会務を総理する。
3　座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指定する委員がその職務を代理する。
　（会議）
第5条　会議は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。
2　会議は、委員の過半数がなければ開くことができない。
3　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
　（意見の聴取）
第6条　座長が会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
　（会議の公開）
第7条　会議は、原則として公開とする。ただし、座長が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。
　（庶務）
第8条　会議の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
　（その他）
第9条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

　　　附　則
　この要綱は、令和7年11月7日から施行する。

●委員名簿

森 　 正 美

木 島 　 敦

松 本 　 和 樹

安 田 　 知 穂

岡 井 　 文 彦

山 下 　 直 毅

北 川 　 善 庸

寺川　麻衣子

日野　真由美

髙 田 　 博 和

池 松 　 達 人

氏名 備考構成団体等名（役職名等）

京都文教大学学長

エフエム宇治放送株式会社専務取締役兼局長

久御山ものづくりＣ-ＡＭＰ代表

プラスコート株式会社代表取締役

農業者

京都樹脂精工株式会社代表取締役社長

京都銀行久御山町支店支店長

ＮＰＯひと・まち・ジャンクション

久御山町子育てサークルさくらんぼ代表

社会福祉法人弥勒会　特別養護老人ホーム久御山しみずの里施設長

京都府総合政策環境部地域政策室企画参事

座長

職務代理

※順不同・敬称略
61
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　第6次総合計画の策定にあたり、住民の定住意向をはじめ、これまでのまちづくりに対する評価、今後
のまちづくりの方向性などを把握し、その結果を計画に反映させていくため、各種まちづくりアンケート調
査やまちづくりプラン会議を実施しました。

住民参画の結果

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年7月22日～8月13日

満18歳以上（基準日：令和6年7月1日）の方の中から住民基本台帳を基に
無作為抽出した2,500人

郵便配布、郵便回収（Web回答併用）により実施

30.7％（=（回答数767件÷抽出数2,500件）×100）

概要

住民の定住意向i

住民のまちへの愛着ii

56.8%
68.2%

32.9%
20.6%

5.7%
5.8%

2.5%
0.9%

2.1%
2.5%

0.0%
2.0%

久御山町にずっと
住み続けたい

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に考えていない

久御山町から
転出したい

町内の他の地区に
かわりたい

その他

無回答
■令和6年度
■平成26年度

　「今のところにずっと住み続けたい」の回答が
56.8％と半数を超えて最も多く、次いで、「特に考
えていない」が32.9％、「久御山町から転出した
い」が5.7%となりました。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、
「久御山町にずっと住み続けたい」が約11％減少
し、「特に考えていない」が約12％増加しています。

　「愛着がある」（「とても愛着がある」「どちらかと
いうと愛着を感じている」の合計）の回答割合が
73.8%となっており、約4人に3人が久御山町に愛
着を感じていることがわかります。

とても
愛着がある
28.8%

あまり愛着を
感じていない
5.5%

愛着を感じていない 1.8%
無回答 1.7%

どちらとも
いえない
17.2%

どちらかというと
愛着を感じている
45.0%

住民のまちのイメージ（上位5位）※複数回答iii

56.5%ホワイトコーンや九条ネギ、淀苗、
淀大根などの優良な農作物

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「ホワイトコーンや九条ネギ、淀苗、
淀大根などの優良な農作物」の回答
が56.5%と最も多く、次いで「久御山
ジャンクションに代表される広域幹線
道路網」が46.7%、「前川堤の桜並木
や「流れ橋と浜台の「浜茶」」などの景
観」が46.4%となりました。

住民が考えるまちの未来（上位5位）※複数回答iv

　「公共交通（電車・バス）や道路の
充実した通勤・通学、買い物などに便
利なまち」の回答が58.5％と最も多
く、次いで、「高齢者や障害者など誰も
が安心して暮らせる福祉の充実したま
ち」が52.0%、「災害や犯罪、事故の少
ない安全・安心なまち」が41.5％となり
ました。
　前回アンケートと比較すると、「公
共交通や道路の充実した通勤・通学、
買い物などに便利なまち」が約8％増
加しています。

46.7%久御山ジャンクションに代表される
広域幹線道路網

46.4%前川堤の桜並木や
「流れ橋と浜台の「浜茶」」などの景観

31.7%大型商業施設、映画館などの
日常生活の便利さ

24.8%農業と工業が調和した
ものづくりのまち

58.5%
50.6%

52.0%
61.8%

41.5%
50.8%

20.6%
24.2%

20.5%
28.5%

公共交通や道路の充実した通勤・通学、
買い物などに便利なまち

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者や障害者など誰もが安心して
暮らせる福祉の充実したまち

災害や犯罪、事故の少ない
安全・安心なまち

自然環境や歴史環境が豊かな
暮らしやすいまち

教育や保育サービスの充実した
子育てのしやすいまち

■令和6年度
■平成26年度

住民の今後のまちづくりで大切なこと（上位5位）※複数回答v

48.0%通学路や学校周辺の見守りなど
子どもの安全・安心への対策

0% 20% 40% 60% 80% 100%　町の安全・安心に関する対策や活
動について、充実しているところは、
「通学路や学校周辺の見守りなど子ど
もの安全・安心への対策」の回答が
48.0％と最も多く、次いで「街路灯の
設置や地域の見回り活動など防犯へ
の対策」が22.6％、「地震・水害への
備えや防災訓練など災害への対策」が
18.0％となりました。

22.6%街路灯の設置や地域の見回り
活動など防犯への対策

18.0%地震・水害への備えや
防災訓練など災害への対策

13.3%ひとり暮らし世帯への声かけ
など高齢者の見守り活動

9.0%道路・建物のバリアフリー化や
歩道・歩行者専用道路の整備

住民アンケート1
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第6次総合計画の策定経過

内容

総合計画策定調査委員会、総合計画策定調査委員会ワーキンググループ・部会　設置

広報くみやま掲載「まちづくりアンケートにご協力ください」（6/15号）

久御山町第6次総合計画策定方針の決定

自治会長サロン

広報くみやま掲載「まちづくりアンケートにご協力ください」（7/15号）

まちづくりアンケート調査（住民アンケート）（7/22～8/13）

まちづくりアンケート調査（中高生アンケート）

まちづくりアンケート調査（経営者・はたらく人アンケート）（～9月)

広報くみやま掲載「第6次総合計画「まちづくりプラン会議」の委員を募集」（9/1号）

「まちづくりプラン会議」委員募集（9/1～11）

　

まちづくりプラン会議（第1回）「くみやまのよいところとイマイチなところ」

まちづくりプラン会議（第2回）「くみやまで描きたい「まちの将来像」」

まちづくりプラン会議（第3回）「まちの将来像の実現のために自分たちにできること」

広報くみやま掲載「第6次総合計画の策定へ向けて　まちづくりアンケート結果」（2/1号）

月

6月

5月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

　 年度

令和6年度

　 年度

令和7年度

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

総合計画策定調査ワーキンググループ及び部会（第1回）
　総合計画策定調査ワーキンググループ設置要綱等、策定方針等、住民アンケート等の結果、
　第5次総合計画の評価・課題検証の実施について

総合計画審議会（第1回）
　委嘱、会長及び職務代理の選出、審議（第6次総合計画策定スケジュール・方針、住民等アンケート、
　まちづくりプラン会議について）

内容

各種団体懇談会

広報くみやま掲載「第6次総合計画シンポジウムを開催」（9/15号）

広報くみやま掲載「第6次総合計画（原案）のパブリックコメントにご協力ください」（10/1号）

久御山町第6次総合計画（原案）パブリックコメント（10/1～31）

総合計画審議会からの答申

基本構想の議会上程

基本構想の議決

総合計画策定調査委員会（第6回）
　パブリックコメント実施結果、基本構想・基本計画（原案）の修正、第3期総合戦略（案）、
　第7次行政改革大綱実行計画進捗状況について

総合計画策定調査委員会（第1回）
　策定庁内体制、策定方針等、住民等アンケートについて

総合計画策定調査委員会（第2回）
　まちづくりアンケート調査結果報告、第5次総合計画の評価・課題検証について

総合計画審議会（第2回）
　審議（まちづくりアンケート調査結果報告について）

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第2回）
　第5次総合計画の評価・課題検証ワーキングシートについて

総合計画策定調査ワーキンググループ（第2回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査ワーキンググループ（第3回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査委員会（第3回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第3回）
　第6次総合計画プランニングシートの作成について

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第4回）
　プランニングシートの整理、成果指標の設定に関する検討について

総合計画策定調査委員会（第4回）
　第6次総合計画基本構想（案）について

総合計画審議会（第3回）
　第6次総合計画（原案）の諮問、審議（基本構想（原案））

総合計画策定調査ワーキンググループ（第4回）
　基本計画素案について

総合計画審議会（第4回）
　情報提供「人口ビジョン及び地方創生」、審議（基本構想（原案））

総合計画策定調査委員会（第5回）
　第6次総合計画基本計画（原案）について

総合計画審議会（第5回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第2章、第5章））

総合計画審議会（第6回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第1章、第3章））

総合計画審議会（第7回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第4章、第6章））

総合計画審議会（第10回）
　審議（第6次総合計画（原案）の答申について）

総合計画審議会（第9回）
　審議（パブリックコメントの結果、基本構想及び基本計画（原案）修正案（第3期久御山町総合戦略））

総合計画審議会（第8回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第7章））

62



113 114

資
料
編

第6次総合計画の策定経過

内容

総合計画策定調査委員会、総合計画策定調査委員会ワーキンググループ・部会　設置

広報くみやま掲載「まちづくりアンケートにご協力ください」（6/15号）

久御山町第6次総合計画策定方針の決定

自治会長サロン

広報くみやま掲載「まちづくりアンケートにご協力ください」（7/15号）

まちづくりアンケート調査（住民アンケート）（7/22～8/13）

まちづくりアンケート調査（中高生アンケート）

まちづくりアンケート調査（経営者・はたらく人アンケート）（～9月)

広報くみやま掲載「第6次総合計画「まちづくりプラン会議」の委員を募集」（9/1号）

「まちづくりプラン会議」委員募集（9/1～11）

　

まちづくりプラン会議（第1回）「くみやまのよいところとイマイチなところ」

まちづくりプラン会議（第2回）「くみやまで描きたい「まちの将来像」」

まちづくりプラン会議（第3回）「まちの将来像の実現のために自分たちにできること」

広報くみやま掲載「第6次総合計画の策定へ向けて　まちづくりアンケート結果」（2/1号）

月

6月

5月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

　 年度

令和6年度

　 年度

令和7年度

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

総合計画策定調査ワーキンググループ及び部会（第1回）
　総合計画策定調査ワーキンググループ設置要綱等、策定方針等、住民アンケート等の結果、
　第5次総合計画の評価・課題検証の実施について

総合計画審議会（第1回）
　委嘱、会長及び職務代理の選出、審議（第6次総合計画策定スケジュール・方針、住民等アンケート、
　まちづくりプラン会議について）

内容

各種団体懇談会

広報くみやま掲載「第6次総合計画シンポジウムを開催」（9/15号）

広報くみやま掲載「第6次総合計画（原案）のパブリックコメントにご協力ください」（10/1号）

久御山町第6次総合計画（原案）パブリックコメント（10/1～31）

総合計画審議会からの答申

基本構想の議会上程

基本構想の議決

総合計画策定調査委員会（第6回）
　パブリックコメント実施結果、基本構想・基本計画（原案）の修正、第3期総合戦略（案）、
　第7次行政改革大綱実行計画進捗状況について

総合計画策定調査委員会（第1回）
　策定庁内体制、策定方針等、住民等アンケートについて

総合計画策定調査委員会（第2回）
　まちづくりアンケート調査結果報告、第5次総合計画の評価・課題検証について

総合計画審議会（第2回）
　審議（まちづくりアンケート調査結果報告について）

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第2回）
　第5次総合計画の評価・課題検証ワーキングシートについて

総合計画策定調査ワーキンググループ（第2回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査ワーキンググループ（第3回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査委員会（第3回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第3回）
　第6次総合計画プランニングシートの作成について

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第4回）
　プランニングシートの整理、成果指標の設定に関する検討について

総合計画策定調査委員会（第4回）
　第6次総合計画基本構想（案）について

総合計画審議会（第3回）
　第6次総合計画（原案）の諮問、審議（基本構想（原案））

総合計画策定調査ワーキンググループ（第4回）
　基本計画素案について

総合計画審議会（第4回）
　情報提供「人口ビジョン及び地方創生」、審議（基本構想（原案））

総合計画策定調査委員会（第5回）
　第6次総合計画基本計画（原案）について

総合計画審議会（第5回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第2章、第5章））

総合計画審議会（第6回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第1章、第3章））

総合計画審議会（第7回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第4章、第6章））

総合計画審議会（第10回）
　審議（第6次総合計画（原案）の答申について）

総合計画審議会（第9回）
　審議（パブリックコメントの結果、基本構想及び基本計画（原案）修正案（第3期久御山町総合戦略））

総合計画審議会（第8回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第7章））
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中学生が考えるまちづくりのキーワード（上位5位）※複数回答ii

47.3%明るい

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「明るい」の回答が47.3％となり、最も多
く、次いで「元気」が37.0％、「安全」及び「に
ぎわい」がそれぞれ30.4％となりました。

37.0%元気

30.4%安全

30.4%にぎわい

29.2%夢

高校生が考えるまちづくりのキーワード（上位5位）※複数回答ii

45.3%明るい

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「明るい」の回答が45.3％となり、最も多
く、次いで「にぎわい」が36.2％、「元気」が
34.3％となりました。

36.2%にぎわい

34.3%元気

33.2%安全

28.2%安心

中学生の久御山町の住み心地i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年7月上旬から下旬

久御山町在住の中学1年生から3年生

学校を通じて、Webアンケートにより実施（一部町外への通学者に対して郵送実施）

91.4％（=（回答数319件÷配布数349件）×100）

概要

52.7%
49.3%

37.9%
39.7%

3.1%
1.4%

6.0%
6.8%

0.7%

0.3%

0.0%

2.1%

とても住みやすい
まちだと思う

0% 20% 40% 60% 80% 100%

改善してほしいところは
あるが、良いまちだと思う

住み心地はあまり
良くないまちだと思う

その他

わからない

無回答 ■令和6年度
■平成26年度

　「住みやすいと思う」（「とても住みやすいま
ちだと思う」「改善してほしいところはあるが、
良いまちだと思う」の合計）と回答した割合
は、90.6％（前回アンケート：89.0％）となり、
約9割の回答者が久御山町の住み心地は良
いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較する
と、ほとんど変化はみられませんが、「とても
住みやすいまちだと思う」と回答した人が半
数を超えました。

高校生の久御山町の住み心地i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年7月上旬から下旬

久御山高等学校の1年生から3年生

学校を通じて、Webアンケートにより実施

100.0％（=（回答数536件÷配布数536件）×100）

概要

39.9%
21.4%

31.9%
38.0%

19.0%
33.2%

8.6%
3.5%

2.9%

0.6%

0.0%

1.0%

改善してほしい
ところはあるが、
良いまちだと思う

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても住みやすい
まちだと思う

わからない

その他

住み心地はあまり
良くないまちだと思う

無回答
■令和6年度
■平成26年度

　「住みやすいと思う」（「とても住みやすい
まちだと思う」「改善してほしいところはある
が、良いまちだと思う」の合計）と回答した割
合は、71.8％（前回アンケート：59.4％）とな
り、約7割の回答者が久御山町の住み心地
は良いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較する
と、「改善してほしいところはあるが、良いま
ちだと思う」が約20％増加し、「わからない」
が約15％減少しています。

中学生アンケート2 高校生アンケート3
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久御山町総合計画条例
平成26年3月28日

条例第5号

　（目的）
第1条　この条例は、町政運営の基本となるまちの将来像を明らかにし、これを達成するための基本方針を示す計画
　（以下「総合計画」という。）の構成及び位置付け並びにその策定方針を明らかにするとともに、総合計画の策定に
　関し必要な事項を定めることにより、住民参画による総合計画の策定を行い、もって住民との協働と連携を基本
　としたまちづくりを総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

　（定義）
第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　（1）　基本構想　町の将来の目標及び目標達成のための施策の大綱を示すもの
　（2）　基本計画　基本構想の施策の大綱に基づき、行政各分野における施策の内容及び施策を構成する事業の
　　　　基本的方向を体系的に示すもの
　（3）　実施計画　基本計画で示した施策の実現を図るために実施する事業を具体的に示すもの

　（構成及び位置付け）
第3条　総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成する。
2　総合計画は、町の最上位の計画とし、町が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっ
　 ては、総合計画との整合を図るものとする。

 （策定方針）
第4条　総合計画は、町の最上位の計画としての位置付けを踏まえ、総合的かつ計画的見地から策定するものとする。
2　総合計画は、住民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、住民参画により策定するものとする。
3　総合計画は、地域の実情及び社会経済情勢の変化を踏まえ、長期的かつ適切な計画期間を設定するものとする。
4　前3項の規定は、総合計画の変更について準用する。

　（久御山町総合計画審議会）
第5条　町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、附属機関（地方自治法（昭和22年法
　律第67号）第138条の4第3項の規定により設置する町長の附属機関をいう。）に諮問するものとする。
2　前項の規定による諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、町長に答申するため、久御山町総合計画審議会（以
　下「審議会」という。）を置く。
3　審議会は、委員25人以内で組織する。
4　委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
　（1）　町議会が推薦する町議会議員
　（2）　関係行政機関・委員会・団体等の役職員
　（3）　町政に関し優れた識見を有する者
　（4）　町の職員
5　委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
6　前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

　（議会の議決）
第6条　町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

　（公表）
第7条　町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

　（策定後の措置）
第8条　町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるほか、その実施状況につい
　て、適宜に公表するものとする。

　（委任）
第9条　この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

　附　則
1　この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2　久御山町総合計画審議会設置条例（平成7年久御山町条例第2号）は、廃止する。

●委員名簿

久御山町総合計画審議会

久御山町議会議長

久御山町議会副議長

京都府山城広域振興局地域連携・振興部長

久御山町民生児童委員協議会会長

久御山町社会福祉協議会会長

久御山町社会福祉協議会会長

久御山町シニアクラブ連合会会長

久御山町子ども・子育て会議委員

久御山町子ども・子育て会議委員

久御山町商工会会長

久御山町環境審議会委員

久御山町都市計画審議会会長

久御山町教育委員会委員

久御山町スポーツ協会会長

久御山町女性消防団部長

久御山町消防団第1分団副分団長

京都文教大学学長

神戸大学名誉教授（地域包括ケア会議）

久御山ものづくりC-AMP代表

久御山ものづくりC-AMP代表

KUMIDAN代表

男女共同参画推進懇話会会長

司法書士

女性農業者

 

令和6年度

令和7年度

令和6年度

令和7年度

職務代理

会長

令和6年度

令和7年度

令和6年度

松 本 　 義 裕

樋 口 　 房 次

西 村 　 嘉 高

信 貴 　 豊 廣

岡 西 　 義 久

田 井 　 豊

髙 木 　 優 子

政田　美音子

薄 井 　 志 穂

髙 月 　 裕 子

西 村 　 好

田 中 　 壽 嗣

豊 田 　 美 幸

今 村 　 祐 嗣

寺井　恵太郎

岡 井 　 温 宣

上 野 　 道 子

田 中 　 葵

森 　 正 美

依 田 　 博

西 田 　 亮 太

松 本 　 和 樹

平 野 　 典 子

島宗　早耶香

岸 　 直 也

上 田 　 幸 子

第1号委員 町議会が推薦する
町議会議員

第3号委員 見識を有する者

第2号委員
関係行政機関・
委員会・団体等の
役職員

任命区分 氏名 構成団体等名（役職名等） 備考

※敬称略

久御山町農業委員会
京都やましろ農業協同組合 久御山町運営協議会会長

久御山町食生活改善推進員協議会「久味の会」会長
（第3号委員）男女共同参画推進懇話会会長（令和7年度）
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久御山町総合計画条例
平成26年3月28日

条例第5号

　（目的）
第1条　この条例は、町政運営の基本となるまちの将来像を明らかにし、これを達成するための基本方針を示す計画
　（以下「総合計画」という。）の構成及び位置付け並びにその策定方針を明らかにするとともに、総合計画の策定に
　関し必要な事項を定めることにより、住民参画による総合計画の策定を行い、もって住民との協働と連携を基本
　としたまちづくりを総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

　（定義）
第2条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　（1）　基本構想　町の将来の目標及び目標達成のための施策の大綱を示すもの
　（2）　基本計画　基本構想の施策の大綱に基づき、行政各分野における施策の内容及び施策を構成する事業の
　　　　基本的方向を体系的に示すもの
　（3）　実施計画　基本計画で示した施策の実現を図るために実施する事業を具体的に示すもの

　（構成及び位置付け）
第3条　総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成する。
2　総合計画は、町の最上位の計画とし、町が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっ
　 ては、総合計画との整合を図るものとする。

 （策定方針）
第4条　総合計画は、町の最上位の計画としての位置付けを踏まえ、総合的かつ計画的見地から策定するものとする。
2　総合計画は、住民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、住民参画により策定するものとする。
3　総合計画は、地域の実情及び社会経済情勢の変化を踏まえ、長期的かつ適切な計画期間を設定するものとする。
4　前3項の規定は、総合計画の変更について準用する。

　（久御山町総合計画審議会）
第5条　町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、附属機関（地方自治法（昭和22年法
　律第67号）第138条の4第3項の規定により設置する町長の附属機関をいう。）に諮問するものとする。
2　前項の規定による諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、町長に答申するため、久御山町総合計画審議会（以
　下「審議会」という。）を置く。
3　審議会は、委員25人以内で組織する。
4　委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
　（1）　町議会が推薦する町議会議員
　（2）　関係行政機関・委員会・団体等の役職員
　（3）　町政に関し優れた識見を有する者
　（4）　町の職員
5　委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
6　前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

　（議会の議決）
第6条　町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

　（公表）
第7条　町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

　（策定後の措置）
第8条　町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるほか、その実施状況につい
　て、適宜に公表するものとする。

　（委任）
第9条　この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

　附　則
1　この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2　久御山町総合計画審議会設置条例（平成7年久御山町条例第2号）は、廃止する。

●委員名簿

久御山町総合計画審議会

久御山町議会議長

久御山町議会副議長

京都府山城広域振興局地域連携・振興部長

久御山町民生児童委員協議会会長

久御山町社会福祉協議会会長

久御山町社会福祉協議会会長

久御山町シニアクラブ連合会会長

久御山町子ども・子育て会議委員

久御山町子ども・子育て会議委員

久御山町商工会会長

久御山町環境審議会委員

久御山町都市計画審議会会長

久御山町教育委員会委員

久御山町スポーツ協会会長

久御山町女性消防団部長

久御山町消防団第1分団副分団長

京都文教大学学長

神戸大学名誉教授（地域包括ケア会議）

久御山ものづくりC-AMP代表

久御山ものづくりC-AMP代表

KUMIDAN代表

男女共同参画推進懇話会会長

司法書士

女性農業者

 

令和6年度

令和7年度

令和6年度

令和7年度

職務代理

会長

令和6年度

令和7年度

令和6年度

松 本 　 義 裕

樋 口 　 房 次

西 村 　 嘉 高

信 貴 　 豊 廣

岡 西 　 義 久

田 井 　 豊

髙 木 　 優 子

政田　美音子

薄 井 　 志 穂

髙 月 　 裕 子

西 村 　 好

田 中 　 壽 嗣

豊 田 　 美 幸

今 村 　 祐 嗣

寺井　恵太郎

岡 井 　 温 宣

上 野 　 道 子

田 中 　 葵

森 　 正 美

依 田 　 博

西 田 　 亮 太

松 本 　 和 樹

平 野 　 典 子

島宗　早耶香

岸 　 直 也

上 田 　 幸 子

第1号委員 町議会が推薦する
町議会議員

第3号委員 見識を有する者

第2号委員
関係行政機関・
委員会・団体等の
役職員

任命区分 氏名 構成団体等名（役職名等） 備考

※敬称略

久御山町農業委員会
京都やましろ農業協同組合 久御山町運営協議会会長

久御山町食生活改善推進員協議会「久味の会」会長
（第3号委員）男女共同参画推進懇話会会長（令和7年度）
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経営者の定住意向i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年8月から9月

町内事業所の経営者

29.5％（=（回答数96件÷配布数325件）×100）

概要

78.1%

34.4%

26.0%

26.0%

18.8%

公共交通機関の充実

若者や子育て世代の
働く環境づくり

への支援

渋滞解消

道路の整備

災害や犯罪、事故の
少ない環境づくり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　「住みたいと思わない」の回答が41.7％と最も
多く、次いで「住みたいと思う」と「わからない」
の回答が27.1%となっています。

経営者の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
（上位5位）※複数回答

ii

　「公共交通機関の充実」の回答が78.1％とな
り、最も多く、次いで「渋滞解消」が34.4％、「若
者や子育て世代の働く環境づくりへの支援」「道
路の整備」がそれぞれ26.0％などとなっていま
す。

商工会会員企業（322社）及び町内企業から抽出した事業所へ調査票を一定部数
郵便配布、郵便回収により実施

無回答
4.2%

住みたいと
思う
27.1%

わからない
27.1%

住みたいと思わない
41.7%

はたらく人の定住意向i

　「住みたいと思わない」の回答が54.7％と最も
多く、次いで「わからない」の回答が26.8%、「住
みたいと思う」の回答が16.4%となっています。

無回答
2.1%

住みたいと
思う
16.4%わからない

26.8%

住みたいと思わない
54.7%

はたらく人の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
（上位5位）※複数回答

ii

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和6（2024）年8月から9月

町内事業所の就業者（主に従業員向け）

商工会会員企業（322社）及び町内企業から抽出した事業所へ調査票を一定部数
郵便配布、郵便回収により実施

28.2％（=（回答数750件÷配布数2,663件）×100）

概要

　「公共交通機関の充実」の回答が73.1％と最
も多く、次いで「渋滞解消」が55.9％、「道路の
整備」が28.5％などとなっています。

73.1%

55.9%

28.5%

21.5%

13.2%

公共交通機関の充実

若者や子育て世代の
働く環境づくり

への支援

渋滞解消

道路の整備

災害や犯罪、事故の
少ない環境づくり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経営者アンケート4 はたらく人アンケート5
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●諮問書 ●答申書
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●諮問書 ●答申書
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転入者のまちに期待するサービス（上位5位）※複数回答i

調査期間

調査対象

調査方法

回収率

令和5（2023）年12月から令和6（2024）年6月

久御山町へ転入・転出される方

窓口でアンケート調査票を配付

転入：81件　転出：91件

概要

27.5%

22.0%

17.4%

11.0%

8.3%

住環境（道路・公園など）の整備

公共交通の便利

特にない

防災・防犯

教育・子育て支援

0% 20% 40% 60% 80% 100%　「住環境（道路・公園など）の整備」の
回答が27.5％と最も多く、次いで「特に
ない」が22.0％、「公共交通の便利」が
17.4％となりました。

転出者の町のイメージ（上位5位）※複数回答ii

　「住環境がよい」の回答が43.0％と最
も多く、次いで「京都・大阪に近く、道
路交通が便利」が36.6％、「買い物が
便利」が26.9％となりました。

43.0%

36.6%

26.9%

20.4%

19.4%

住環境がよい

買い物が便利

京都・大阪に近く、道路交通が便利

通勤・通学（公共交通）の
便利がよくない

教育・子育て支援や生涯学習の
環境が充実している

0% 20% 40% 60% 80% 100%

募集方法

応募要件

募集期間

委員等

テーマと
実施日時

20名
【一般公募等（13名）】

【各種団体推薦（7名）】

●第1回
●第2回
●第3回

令和6年11月30日
令和6年12月22日
令和7年1月25日

「くみやまのよいところとイマイチなところ」
「くみやまで描きたい「まちの将来像」」
「まちの将来像の実現のために自分たちにできること」

広報誌、町ホームページ、公共施設にある申し込み用紙で募集

町内在住の18歳以上65歳未満の人

令和6年9月1日～9月11日

　令和6年11月から令和7年1月にかけて、久御山町のまちの将来像について自由な意見をいただくため、
「まちづくりプラン会議」を全3回にわたって開催しました。公募等による20名の住民や町内就業者、学生な
どの方が、久御山町のよいところや課題、そしてこれからのまちづくりについて検討され、意見を出し合われ
ました。
　第1回まちづくりプラン会議では、各委員の久御山町に対するイメージを整理し、今後のまちづくりのキー
ワードを導きました。
　第2回まちづくりプラン会議では、これらのキーワードを軸に「まちの将来像」を考え、「まちの将来像」の
言葉に込めた意味や思いを通して、これから取り組むべきことやまちの将来について、委員全員で意見の共
有を行いました。
　第3回まちづくりプラン会議では、これまでの検討内容を踏まえ、各グループで「まちの将来像」と「まちの
将来像」で使用した言葉に込めた思いを模造紙にまとめて、町長へのプレゼンテーションを行いました。

各グループが考えた「まちの将来像」

グループA あったかいきずな　住みやすいまち
―自分らしく　いきいきと輝く　次世代に誇れる　久御山―

グループB みんなでつくる明日の光　広がる笑顔　豊かな久御山
～にぎわい人いっぱい愛され親しまれるまち～

グループC 笑顔あふれる“ひと”と“もの”がつながる豊かなまち久御山

グループD 誇りを持ち夢を実現できる日本一住みたい町　久御山

転入出アンケート6 まちづくりプラン会議7

概要
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●設置要綱

まちづくりプラン会議

　（設置）

第1条　久御山町第6次総合計画策定調査の一環として、住民や事業者など幅広い層から、まちづくり全

　般について自由な発想に基づいた意見をいただくため、まちづくりプラン会議（以下「プラン会議」とい

　う。）を設置する。

　（所掌事務）

第2条　プラン会議は、次の各号に掲げる事項について、意見の交換を行うものとする。

　（1）　まちの将来像に関すること。

　（2）　今後のまちの課題や施策に関すること。

　（3）　その他総合計画策定調査に関すること。

　（組織）

第3条　プラン会議は、おおむね20名の委員をもって組織する。

2　委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

　（1）　一般公募等による住民

　（2）　事業者及び各種団体が推薦する者

3　委員の任期は、プラン会議の提案書をまとめるまでとする。

　（その他）

第4条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　この要綱は、令和6年5月23日から施行する。

●委員名簿

水 野 　 睦 乃

中 林 　 彩 子

村 田 　 翔 一

魚 住 　 洸 介

南 　 真 司

酒 部 　 浩 二

田 中 　 千 鶴

福 田 　 幹 夫

大 﨑 　 祐 介

倭田　龍太郎

東 原 　 寛 佳

松本　すずか

長 嶋 　 優

阪 本 　 浩 一

安 田 　 知 穂

岡 　 知 子

南 　 絵 里

大 西 　 忠 彦

四 戸 　 清

氏名 備考

（ＪＡ京都やましろ青壮年部）

（プラスコート(株)）

（民生児童委員協議会）

（子育てサークル）

（スポーツ推進委員会）

（東角校区自主防災会連合会）

　　　（多文化共生サポーター会議）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

久御山町役場職員

久御山町役場職員

久御山町役場職員

京都文教大学学生団体KminK

京都文教大学学生団体KminK

京都文教大学学生団体KminK

事業環境部推薦

事業環境部推薦

民生部推薦

民生部推薦

教育委員会推薦

総務部推薦

総務部推薦グエン・バン・キエン

※順不同・敬称略
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●設置要綱

まちづくりプラン会議

　（設置）

第1条　久御山町第6次総合計画策定調査の一環として、住民や事業者など幅広い層から、まちづくり全

　般について自由な発想に基づいた意見をいただくため、まちづくりプラン会議（以下「プラン会議」とい

　う。）を設置する。

　（所掌事務）

第2条　プラン会議は、次の各号に掲げる事項について、意見の交換を行うものとする。

　（1）　まちの将来像に関すること。

　（2）　今後のまちの課題や施策に関すること。

　（3）　その他総合計画策定調査に関すること。

　（組織）

第3条　プラン会議は、おおむね20名の委員をもって組織する。

2　委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

　（1）　一般公募等による住民

　（2）　事業者及び各種団体が推薦する者

3　委員の任期は、プラン会議の提案書をまとめるまでとする。

　（その他）

第4条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　この要綱は、令和6年5月23日から施行する。

●委員名簿

水 野 　 睦 乃

中 林 　 彩 子

村 田 　 翔 一

魚 住 　 洸 介

南 　 真 司

酒 部 　 浩 二

田 中 　 千 鶴

福 田 　 幹 夫

大 﨑 　 祐 介

倭田　龍太郎

東 原 　 寛 佳

松本　すずか

長 嶋 　 優

阪 本 　 浩 一

安 田 　 知 穂

岡 　 知 子

南 　 絵 里

大 西 　 忠 彦

四 戸 　 清

氏名 備考

（ＪＡ京都やましろ青壮年部）

（プラスコート(株)）

（民生児童委員協議会）

（子育てサークル）

（スポーツ推進委員会）

（東角校区自主防災会連合会）

　　　（多文化共生サポーター会議）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

一般公募等

久御山町役場職員

久御山町役場職員

久御山町役場職員

京都文教大学学生団体KminK

京都文教大学学生団体KminK

京都文教大学学生団体KminK

事業環境部推薦

事業環境部推薦

民生部推薦

民生部推薦

教育委員会推薦

総務部推薦

総務部推薦グエン・バン・キエン

※順不同・敬称略
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概　要

実施日時
●令和6年7月6日
　「魅力的なまち（地域）をつくるために必要なこと、自分たちでできること」　
　参加者20自治会、22人

概　要

実施日時
●令和7年6月1日　
　「描きたい「まちの将来像」」や「今後必要な施策」など
　参加者38団体、53人

概　要

募集テーマ 久御山町第6次総合計画（原案）

募集期間 令和7年10月1日（水）から10月31日（金）

実施結果 63件

第6次総合計画策定に係る取組・組織等関係図

議会

審議会答申後の総合計画
基本構想案を議決
（条例第6条）

■

総合計画策定調査委員会 住民参画

パブリックコメント

ワークショップ等

審議会に提示する総合計画原案の作成■

町長

総合計画決定■

総合計画審議会

総合計画原案の審議
（条例第5条）
■

上程

議決

答申

諮問

：町長
：副町長・教育長
：部長

総合計画策定調査ワーキンググループ・部会

総合計画（主に基本計画）原案の作成に関する提案・検討■

■住民や事業者等の意向把握

●まちづくりプラン会議　●自治会長サロン
●各種団体懇談会

アンケート
●住民アンケート　●中高生アンケート

●経営者アンケート　●はたらく人アンケート
●転入出アンケート

自治会長サロン8

各種団体懇談会9

パブリックコメント10

委 員 長
副 委 員 長
委 員

：総務部長
：課長級
：各課1名（課長補佐、係長、主査級から）

総 括
グループ員
部 会 員
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●設置要綱

第3期久御山町総合戦略会議

　（設置）
第1条　第3期久御山町人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）及び久御山町総合戦略（以下「総合戦略」とい
　う。）の策定と第3期総合戦略の着実な推進にあたり、有識者の意見を聴取するため、第3期久御山町総合戦略会
　議（以下「会議」という。）を設置する。
　（任務）
第2条　会議は、第3期人口ビジョン及び総合戦略に示すべき取組の方向性等について検討し、意見の提案を行うと
　ともに、次に掲げる事項について意見を述べ、助言等を行うものとする。
　（1）　第3期総合戦略の効果検証に関すること
　（2）　第3期総合戦略の見直しに関すること
　（3）　その他第3期総合戦略を推進するため必要な事項
　（組織）
第3条　会議は、委員15人以内で組織する。
2　委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
　（1）　産業界の関係者
　（2）　行政機関・委員会・団体等の関係者
　（3）　行政に関し優れた識見を有する者
　（4）　金融機関の関係者
　（5）　報道機関の関係者
　（6）　その他町長が必要と認める者
3　委員の任期は、委嘱の日から第3期総合戦略の推進期間が終了する翌年度の末日までとする。
　（座長）
第4条　会議に座長を置き、委員の互選により定める。
2　座長は、会議を代表し、会務を総理する。
3　座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指定する委員がその職務を代理する。
　（会議）
第5条　会議は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。
2　会議は、委員の過半数がなければ開くことができない。
3　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
　（意見の聴取）
第6条　座長が会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
　（会議の公開）
第7条　会議は、原則として公開とする。ただし、座長が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。
　（庶務）
第8条　会議の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
　（その他）
第9条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

　　　附　則
　この要綱は、令和7年11月7日から施行する。

●委員名簿

森 　 正 美

木 島 　 敦

松 本 　 和 樹

安 田 　 知 穂

岡 井 　 文 彦

山 下 　 直 毅

北 川 　 善 庸

寺川　麻衣子

日野　真由美

髙 田 　 博 和

池 松 　 達 人

氏名 備考構成団体等名（役職名等）

京都文教大学学長

エフエム宇治放送株式会社専務取締役兼局長

久御山ものづくりＣ-ＡＭＰ代表

プラスコート株式会社代表取締役

農業者

京都樹脂精工株式会社代表取締役社長

京都銀行久御山町支店支店長

ＮＰＯひと・まち・ジャンクション

久御山町子育てサークルさくらんぼ代表

社会福祉法人弥勒会　特別養護老人ホーム久御山しみずの里施設長

京都府総合政策環境部地域政策室企画参事

座長

職務代理

※順不同・敬称略
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●設置要綱

第3期久御山町総合戦略会議

　（設置）
第1条　第3期久御山町人口ビジョン（以下「人口ビジョン」という。）及び久御山町総合戦略（以下「総合戦略」とい
　う。）の策定と第3期総合戦略の着実な推進にあたり、有識者の意見を聴取するため、第3期久御山町総合戦略会
　議（以下「会議」という。）を設置する。
　（任務）
第2条　会議は、第3期人口ビジョン及び総合戦略に示すべき取組の方向性等について検討し、意見の提案を行うと
　ともに、次に掲げる事項について意見を述べ、助言等を行うものとする。
　（1）　第3期総合戦略の効果検証に関すること
　（2）　第3期総合戦略の見直しに関すること
　（3）　その他第3期総合戦略を推進するため必要な事項
　（組織）
第3条　会議は、委員15人以内で組織する。
2　委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
　（1）　産業界の関係者
　（2）　行政機関・委員会・団体等の関係者
　（3）　行政に関し優れた識見を有する者
　（4）　金融機関の関係者
　（5）　報道機関の関係者
　（6）　その他町長が必要と認める者
3　委員の任期は、委嘱の日から第3期総合戦略の推進期間が終了する翌年度の末日までとする。
　（座長）
第4条　会議に座長を置き、委員の互選により定める。
2　座長は、会議を代表し、会務を総理する。
3　座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指定する委員がその職務を代理する。
　（会議）
第5条　会議は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。
2　会議は、委員の過半数がなければ開くことができない。
3　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
　（意見の聴取）
第6条　座長が会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
　（会議の公開）
第7条　会議は、原則として公開とする。ただし、座長が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。
　（庶務）
第8条　会議の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
　（その他）
第9条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

　　　附　則
　この要綱は、令和7年11月7日から施行する。

●委員名簿

森 　 正 美

木 島 　 敦

松 本 　 和 樹

安 田 　 知 穂

岡 井 　 文 彦

山 下 　 直 毅

北 川 　 善 庸

寺川　麻衣子

日野　真由美

髙 田 　 博 和

池 松 　 達 人

氏名 備考構成団体等名（役職名等）

京都文教大学学長

エフエム宇治放送株式会社専務取締役兼局長

久御山ものづくりＣ-ＡＭＰ代表

プラスコート株式会社代表取締役

農業者

京都樹脂精工株式会社代表取締役社長

京都銀行久御山町支店支店長

ＮＰＯひと・まち・ジャンクション

久御山町子育てサークルさくらんぼ代表

社会福祉法人弥勒会　特別養護老人ホーム久御山しみずの里施設長

京都府総合政策環境部地域政策室企画参事

座長

職務代理

※順不同・敬称略
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第6次総合計画の策定経過

内容

総合計画策定調査委員会、総合計画策定調査委員会ワーキンググループ・部会　設置

広報くみやま掲載「まちづくりアンケートにご協力ください」（6/15号）

久御山町第6次総合計画策定方針の決定

自治会長サロン

広報くみやま掲載「まちづくりアンケートにご協力ください」（7/15号）

まちづくりアンケート調査（住民アンケート）（7/22～8/13）

まちづくりアンケート調査（中高生アンケート）

まちづくりアンケート調査（経営者・はたらく人アンケート）（～9月)

広報くみやま掲載「第6次総合計画「まちづくりプラン会議」の委員を募集」（9/1号）

「まちづくりプラン会議」委員募集（9/1～11）

　

まちづくりプラン会議（第1回）「くみやまのよいところとイマイチなところ」

まちづくりプラン会議（第2回）「くみやまで描きたい「まちの将来像」」

まちづくりプラン会議（第3回）「まちの将来像の実現のために自分たちにできること」

広報くみやま掲載「第6次総合計画の策定へ向けて　まちづくりアンケート結果」（2/1号）

月

6月

5月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

　 年度

令和6年度

　 年度

令和7年度

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

総合計画策定調査ワーキンググループ及び部会（第1回）
　総合計画策定調査ワーキンググループ設置要綱等、策定方針等、住民アンケート等の結果、
　第5次総合計画の評価・課題検証の実施について

総合計画審議会（第1回）
　委嘱、会長及び職務代理の選出、審議（第6次総合計画策定スケジュール・方針、住民等アンケート、
　まちづくりプラン会議について）

内容

各種団体懇談会

広報くみやま掲載「第6次総合計画シンポジウムを開催」（9/15号）

広報くみやま掲載「第6次総合計画（原案）のパブリックコメントにご協力ください」（10/1号）

久御山町第6次総合計画（原案）パブリックコメント（10/1～31）

総合計画審議会からの答申

基本構想の議会上程

基本構想の議決

総合計画策定調査委員会（第6回）
　パブリックコメント実施結果、基本構想・基本計画（原案）の修正、第3期総合戦略（案）、
　第7次行政改革大綱実行計画進捗状況について

総合計画策定調査委員会（第1回）
　策定庁内体制、策定方針等、住民等アンケートについて

総合計画策定調査委員会（第2回）
　まちづくりアンケート調査結果報告、第5次総合計画の評価・課題検証について

総合計画審議会（第2回）
　審議（まちづくりアンケート調査結果報告について）

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第2回）
　第5次総合計画の評価・課題検証ワーキングシートについて

総合計画策定調査ワーキンググループ（第2回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査ワーキンググループ（第3回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査委員会（第3回）
　第5次総合計画の評価・課題検証の総評（案）について

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第3回）
　第6次総合計画プランニングシートの作成について

総合計画策定調査ワーキンググループ部会（第4回）
　プランニングシートの整理、成果指標の設定に関する検討について

総合計画策定調査委員会（第4回）
　第6次総合計画基本構想（案）について

総合計画審議会（第3回）
　第6次総合計画（原案）の諮問、審議（基本構想（原案））

総合計画策定調査ワーキンググループ（第4回）
　基本計画素案について

総合計画審議会（第4回）
　情報提供「人口ビジョン及び地方創生」、審議（基本構想（原案））

総合計画策定調査委員会（第5回）
　第6次総合計画基本計画（原案）について

総合計画審議会（第5回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第2章、第5章））

総合計画審議会（第6回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第1章、第3章））

総合計画審議会（第7回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第4章、第6章））

総合計画審議会（第10回）
　審議（第6次総合計画（原案）の答申について）

総合計画審議会（第9回）
　審議（パブリックコメントの結果、基本構想及び基本計画（原案）修正案（第3期久御山町総合戦略））

総合計画審議会（第8回）
　審議（基本計画（原案）テーマ別審議（第7章））




